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 開会挨拶  

黒木：それでは定刻になりましたので本日の公開研究会を始め

させていただきます。この日本社会福祉系学会連合の会長を仰

せつかっております、日本社会福祉学会副会長・同志社大学の

黒木でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

ご出席をいただきましてありがとうございます。 
ご存じかと思いますが、日本社会福祉系学会連合は 20 の学

会で組織をされております。発足いたしましたのは 2006 年の

ことですから、10 年間の月日が流れております。この学会連

合は、社会福祉系学会の学会活動の質の向上と社会貢献を目指

すための、情報交換並びに連携を目的とするということで組織

化されました。 
4 つの主な事業をやっております。まず第 1 に、会員の活動

に関する情報交換があります。20 の学会が情報交換するとい

うことで、ホームページを作成しております。そして第 2 には、

ニュースレターの発行を中心に、情報交換ということをやらせていただいています。また、

第 3 には、学会の大会開催の日程などについての情報を、20 の団体がお互いにバッティング

をしないようにということもありまして、公開させていただいています。それから第 4 には、

今日のような公開研究会、あるいはシンポジウムを開催しております。そして、そもそもの

社会福祉系学会連合の組織化の理由が、日本学術会議の活動に対して社会福祉系学会が、支

援と協力をするというかたちで取り組んでまいりました。さらにその他会員による活動の促

進に貢献する事業といたしまして、ホームページをご覧いただきますとお分かりかと思いま

すが、災害福祉アーカイブを設けております。災害福祉に関する文献の収集そして公開、研

究論文あるいは報告書などを収集いたしまして、そこでアーカイブとして活用させていただ

くということでございます。今日は学部の学生さんも多数出席をしていただきましたが、研

究などされるのでしたらぜひここのアーカイブに入っていただいて、研究論文とか報告書な

どをご覧いただいたらと思っております。 
本日はお手元にございますようなテーマで、公開研究会というかたちで開催させていただ

きます。この学会連合は、災害福祉に関しまして 2011 年から取り組んでおりました。もう 5
年以上取り組んできたので、実はそろそろ別のテーマを考えようかというようなことで動い

ていましたが、熊本での地震が起きました。さらにこれはいろんなかたちで、いろんな切り

口で、学会連合としても取り組む必要があるということになりました。今年も引き続きこう

いうテーマを掲げた次第でございます。 
2 週間前に私は、京都刑務所でございました総合防災訓練に、避難民として参加し、1 日過

ごしてまいりました。刑務所を避難所として使うということでは、熊本地震にて熊本刑務所

がいち早く手を挙げて、刑務所付近の住民の方々200 名ぐらいの避難所を開設しました。け

れども、まだ全国 16 の刑務所としては、そういう訓練をなされていなかったということであ
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ります。 
塀の中を活用する避難所ではなく、塀の外側にどの刑務所も体育館を持っています。日頃

は刑務官の訓練などに使っているそうですけれども、そこをいち早く避難所として使うとい

うことで、今回、京都刑務所で総合防災訓練がございました。刑務所というのは何が起きて

もすぐに対応できるような態勢が取れるところだそうです。受刑者のための緊急用食料も 1
週間分備蓄している。それから水も上水道が断たれても井戸で対応できるような施設を持っ

ている。それから自家発電を持っているとかですね。それから煮炊きができる施設を持ち、

医療室もあるということで、地域にある一つのリソースとして使えるのではないか、という

ことでの訓練でございました。自衛隊から警察、消防、赤十字と関連部署が出てきて、連携

というかたちで次から次に展開をされました。私にとりまして非常に役に立つ 1 日だったと

いうことです。 
今日は、4 人の発題者をお招きいたしました。お忙しい中、発題をお引き受けいただきまし

たこと、心から感謝を申し上げます。それから司会進行を小林先生にお願いいたしました。

どうぞよろしくお願いいたします。それでは有意義な時間になりますよう、ぜひよろしくお

願いいたしたいと思います。それでは小林先生お願いします。 
 
小林：小林と申します。よろしくお願いします。私はこの学会連合に、日本司法福祉学会と

いう団体からの運営委員ということで入っているんですけれども、今黒木先生がおっしゃっ

た、避難所として刑務所の周りを使うというのを、実は全然知らなくて、早速帰りましたら

本部長関係と確認をしていきたいと思いました。 
私は東京社会福祉士会に属していまして、それまでは日本てんかん協会という団体にいま

した。神戸の阪神淡路大震災のときに、てんかん協会で薬がなくなるということで、地元の

国立病院と連携して、薬を支給する、配布する、いろんな活動をやっていました。あのとき

は本当にグラグラパンとなる地震で、あと火事が起きてという地震だったのですが、今回東

京社会福祉士会というところで東日本大震災にあいまして、というか関係しまして、陸前高

田にたまたまいろんな関係で支援に入って、何年間かずっと支援を続けてきました。東京社

会福祉士会では、災害福祉委員会というのを作ったのですけれども、やはりこの先熊本とか、

次から次へといろんな震災が起きる中で、結局どういうふうな福祉関係者支援をしていけば

いいのかとか、対策を取っていけばいいのか、また今に東京にもすごく大きいのがくるとい

うのがずっと言われ続けていますので、そのときの地元としてどういうふうにしていけばい

いのか等々が、最終的にはよく私自身はつかめないでいるということがあります。というこ

とで、今日の先生方のお話を聞いて、私もぜひ勉強させていただきたいと思っています。自

己紹介をさせていただきました。 
それでは早速 1 番目に、文京学院大学で日本医療社会福祉学会ということで、いろいろと

石巻とかも含めて入られて活動された、笹岡先生にお話をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 
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 笹岡眞弓氏 報告  

笹岡：ただいまご紹介にあずかりました笹岡と申します。今日は学会連合ということで、日

本医療社会福祉学会の立場と、職能団体では石巻活動を継続しておりますので、その経験か

ら多職種連携のあり方という題で、その題に応えられているかどうか不安ですが、そしてト

ップバッターであることの緊張がすごくありますけれども、話を聞いていただきたいと思い

ます。 
災害ソーシャルワークというものが言われるきっかけになった一つに、阪神淡路のときに

学会として非常に重度の重複障害の方たちへの支援を行ったことがあると思います。阪神淡

路大震災では、障害者の方のためには、公園に 2 階建ての仮設住宅を作りました。そのとき

に 5 年間生活支援活動を継続しました。東北大震災では、石巻市における支援活動を今も継

続中です。常総の水害時には、私どもの茨城県の医療ソーシャルワーカーの団体が 2 カ月間

ソーシャルワーカーを常駐させて活動しました。熊本大地震では、益城町にボランティアソ

ーシャルワーカーを半年派遣し、益城町の行政チームに 1 人常駐のワーカーを置いたという

経験を踏まえ、多職種との連携について、お話し申し上げます。 
阪神淡路大震災のときには、1995 年の 9 月に中間報告を出しました。1 月 17 日の震災発

生、あのときには日本中が、こんなに近代化をした中での非常に大きな地震で、とてもショ

ッキングな衝撃が日本中を駆け抜けました。日本医療社会福祉学会では、外国人の支援でさ

ぞ困っているだろうということで、学会の中で外国語が堪能な方たちをすべてボランティア

で派遣しようということを考えたとのことです。でもどこに行けばそういうニーズがあるか

も分からないということで、これは意味がない。英語、フランス語よりアジア系の言葉のほ

うがもっと重要だということで、何をどのようにできるのかと模索しているときに、1 月 27
日放送の当時の久米宏氏がキャスターをしていたニュースステーションで、国際協力市民の

会「シェア」という団体が、ソーシャルワーカーを募集している、という報道がされたわけ

です。シェアの医師たちが、風邪から肺炎になる劣悪な環境の中で、高齢者を入院させるた

めに病院探しに追われている、ということでした。翌日すぐに事務局長が電話をかけ、私た

ちにぜひ手伝わせてくださいということで、活動を始めました。この時から、支援をつない

でいくというバトンを送る活動というか、記録を書き、電話で細かい様子を引き継ぐという

ような、東北でも常総でも熊本でも繰り返された、ソーシャルワークをつなぐという活動が

開始されました。 
このときの六甲小学校における総支援ケースが 77 で、ドクターとナースからの依頼が大体

5 割ぐらい。本人、家族友人からが 3 割、ワーカー自身が発見するのが 2 割と、大体こうい

うふうな割合でした。総面接回数は 3 カ月で 429 回ですので、かなりニーズがあったのだろ

うと思います。その後大和仮設住宅におけるソーシャルワークを行い、2000 年にそこを閉じ

るまで活動しました。そのときに中間報告で他の医師が書いているのは、4 つの R に沿った

支援活動だったのだろうとまとめています。保健医療機関のソーシャルワーカーは、もちろ

ん病院探しも、それからつなぐ役割もある程度うまくできたのだろうと思います。急性期か

らの支援でしたが、適切な時期にこのときは撤収することができました。適切だったと判断
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しているのは、5 年間で撤収できたということと、小学校を引き上げるときには「まとめ」を

して置いていったということです。シェアという適切な団体と協同できたということと、大

量の救援情報と社会資源、現地周辺のサポート要員を確保して、関西の医療ソーシャルワー

カーがグループで常駐したので、そこが役に立ったというふうに総括しています。神戸市の

行政からも依頼され、大和仮設住宅の中にソーシャルワーカーの部屋をもらって、そのとき

「ソーシャルさん」と呼ばれていたのですけれども、ソーシャルアワーを設けて、ジェーン

アダムズに倣い、すごくいいお茶器をセットして、ティーサービスという、そういった活動

をしたということです。 
東日本はあまりにも広大で大きな災害状況でした。そのあまりにも大きな災害に、どこか

ら何をしていいのかという、私たち派遣元も非常に混乱しました。このときの連携の状況と

しては、阪神淡路大震災での経験で行政との関係が極めて重要だということが分かっていた

ので、石巻市の健康推進課との関係を深めるところから始めました。2011 年の 3 月末にまず

行ったときに、福祉的避難所に入ることになったのですが、そこを管理している市民病院と、

しかし現場で指揮を執っているというのは行政の関係の保健師さんたちと、どうやって連携

するかということを考えました。多職種連携としては、このときにソーシャルケア従事者研

修研究協議会があったので、ここでお互いの団体が何をしているかを知ることができました。

一緒に何かをやるということはできませんでしたけれども。このとき他には 4 団体、社会福

祉士専門職協議会というのがあるのですが、日本社会福祉士会は地域包括支援センターへの

支援に。日本精神保健福祉士協会はＤＰＡＴの心の支援に、私たち医療社会福祉協会は主務

課が厚生労働省の健康局の保健師さんが管轄していた部署で、震災直後から指示を仰いでお

りました。ソーシャルワーカーの 3 団体は独自な活動で、1 本の旗の下で一緒にやるべきだ

という意見もあったのですが、やはりもう走り出しているのでどんどんみんな独自の活動を

しましょうということで、お互いの報告会ももちませんでした。2 年たってソーシャルケア

従事者研究協議会での報告会というのはあったのですが、毎年続けていても、どこの団体は

どういうふうな活動をしましたというふうな報告に終わっていたということだと思います。

なかなか福祉のほうでまとまってということはもちろん、介護福祉協会もケアマネ会も、全

く独自の活動をしていましたので、お互いが何をしているのかも知らない状態でした。岩手

県の DCAT の母体となる活動なども、聴いてはいましたが自らの支援活動に集中していまし

た。私どもは 2011 年の 4 月 1 日から自発的な活動でした。緊急対応の時期でしたが、4 月半

ばに石巻市の遊学館が福祉的避難所となる前に、4 月 1 日から現地責任者を派遣しました。

PCAT(日本プライマリ・ケア連合学会)とキャンナス(主に看護師のボランティア集団)の人た

ち、私たち医療ソーシャルワーカー(以下 MSW)などを始め多くの専門職がそこに集ってきま

した。石巻市立病院の先生もおっしゃっていましたが、多くの支援団体がすごくたくさん入

って来たことと、その結果遊楽館の活動がとてもよかったというのは、なかなか珍しいこと

であると。これは私立病院の立場から、自分も発表しなくてはいけないというような、論文

を書く動機付けについて語っていらっしゃったことからも、これだけたくさんのところが活

動を継続できたというのは、非常にいい経験になったと思います。 
この時 PCAT とお互いに何をやっているかが分かり合え、連携ができたので、熊本の益城
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町の活動でもPCATの方が、行政に助言してMSWを呼んでくれたということがありました。 
その他、2011 年の 4 月 1 日に仙台市の若林区に、大川弥生先生がリーダーであられる生活

機能対応専門職チームにも参加しました。前の日に集まって、そこには NHK の報道も入って

おり、鳴り物入りで若林体育館に行ったのですが、1 年は必ずいてください、1 年いなかった

ら意味がありません、ということでチームとして行ったのですが、5 月 6 日に突然終了にな

りました。ここはあまりにも 1 人の先生が、私を通してしかチームと居住者は話してはいけ

ないというルールを徹底しすぎたというのがあったことが大きな原因だと思うのですが、例

えば理学療法士の方が行って、理学療法士として生活不活発病などの予防に貢献したいけれ

ども、ブルーシートの整理しかしてはいけないというのがストレスだった、というようなこ

とでした。ソーシャルワーカーも個人的な相談に乗ってはいけない、というようなルールで、

居住者の意思の尊重という目的はチームで共有できても、方法の限界が確かにあるというこ

とを、このときに思いました。そして、津波の後の在宅被災者の状況を確認するために、4 月

10 日から、石巻のローラー作戦という、1 万 3,000 世帯以上の在宅被災者のローラー作戦に

も協会として参加しました。このときは在宅医療学会の医師たちの呼びかけでケアマネジャ

ーの協会協力していただき、たくさんの職種の方々と、ローラー作戦を 2 日間にわたってし

ました。 
1 万 3,000 世帯全部回って、報告書を作ったというのが、大きいことだったと思います。

初期の活動としては、3 月 27 日にやっと石巻の赤十字病院を尋ねることができましたが、2
週間以上たってようやく視察できたので、石巻赤十字病院に宿泊して病院の MSW に話が聞

けました。つくづく思ったのは、MSW のバックアップに入るのが遅すぎました。彼らは 3 月

13 日以降、野戦病院のような中で黒トリアージ(死亡している)の家族に、説明する医療関係

者がいなかったので、自分たちが家族に死亡の告知をするという役割を担ったそうです。そ

して緑トリアージ（軽傷の方）の人への見守りという指示のもとに傍についていた時、3 分目

を離したら低体温のため多くの方が死んでいるという状況もあったとのことで、すごい状況

でした。そのときに、バックアップ体制が取れていれば、私たちがチームを組んで、赤十字

に行けば少なくとも彼らを休ませることができました。そうすればよかった、とこのとき強

く思ったのですが、しかし今回の熊本でも阿蘇の医療センターにバックアップに入れません

でした。現地までたどり着く手段が今のところありません。今後の課題だという思いがあり

ます。石巻赤十字病院のMSWたちはもちろん自分の家族の安否確認もできなかった状況で、

この時の行政の方々も皆さんそうだったのですけれども、3 月 27 日まで、私たちは全国協会

として、全国の会員から空きベッドの情報をもらって、ホームページに掲載するなどの活動

をしていました。しかしこの活動は全く役に立ちませんでした。リハビリテーション学会か

らもお話があり、一緒に空きベッド情報を共有したのですが、ホームページなどを見るよう

な時間はなかったと後で聞きました。なかなかそのときに連携をしてもうまくはいかない。

もう少し前からお互いに連携ができていないと、そのときに大変だからと、急に一緒にやっ

てもうまくいかないという経験でした。石巻市はご存じのように約 1 万人人口が減少しまし

た。 
先ほどお話し申し上げましたように、私たちの活動は 4 月 1 日から、遊楽館という丘の上
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の避難所に入ったところから開始されました。3 月末に遊学館にダンボールベッドが入って

遊楽館は福祉的避難所として機能しました。緊急対応の時期なのでそこで家族の安否確認

等々、いろいろなことが課題としてありました。このときに連携の基本として、他の機関に

退所なさるときにサマリーを作成してつなげるようにしました。そしてそれがうまくいくか

どうかを見守っていくような活動をしました。中心となったのは現地責任者で、協会の理事

も派遣しました。しかし保険もボランティア保険で、電話も一応持ってはもらったんですが、

もちろん衛星電話ではなく、情報手段もそこではすごく錯綜していたので、全国協会として

人を派遣するに十分な手当てをせずに、ボランティアソーシャルワーカーに行かせたという

ことだったと思います。多職種連携については、多数の団体から派遣された専門職が多いの

で朝会・夜会をし、情報を共有し連携が取るようにしました。このときには延べ 1,000 人が

活動いたしました。石巻市との関係が深まったのは、健康保健推進課の保健師さんが多くの

団体の窓口となり、皆さんすごく疲れていた時からでした。保健師さんは、いろいろな団体

が「私たちは何をします！」とおっしゃるので、各団体に役割を振っているとのことでした。

遊楽館が閉所した後、保健師さんから「じゃあ MSW 協会には、ちょうどここに引きこもり

の人たちの親の会というのが問題になっているから、それを担当してください。他は全部細

かいところをいろんなところを担当しているから、そこしか空きがないので」というような

ことで、グループワークを始めました。役割を求める団体間の調整を被災地の職員がするこ

とが果たして適切なのか、課題だと思います。 
話がちょっと戻りますが、9 月 30 日に半年で遊楽館を閉めることができたという、退所支

援が市役所の担当者がとても評価していただいた点でした。私たち MSW が業務として日々

おこなっている退院支援、つまり退所支援が評価されたわけです。市役所は当初半年で閉め

ることができるとは全く思っていなかったとのことで、丁寧な退所支援の状況をみてそこの

部分で石巻市として、MSW 協会にも活動を継続してもらいたいということで、1 人分のソー

シャルワーカーの給与、手当を頂くことになりました。2011 年当時、4,000 人くらいの MSW
協会でも、1,000 万の寄付がすぐ集まって、災害基金として積んであった 400 万を使いきり、

1,500 万ぐらいの費用で何とか支援活動を 1 年間はもたせることができたということになり

ました。その次の年は 500 万赤字が出ました。そのあとは今まで石巻市から数名分の人件費

が出て、何とか支援活動が行えているという状況です。協力員という MSW の活動員の交通

費は、実費をすべて協会が負担しました。 
避難所支援を第1期とすると、第2期としては避難所閉所後の時期ということで続けます。

そのときに私たちもどうしようか、仮設住宅居住者には社会福祉協議会を始め多くの支援団

体が関わっており、4,000 人ぐらいの規模で細々と支援活動をやっていく意義について考え

ているときに祐ホームクリニックという日本財団から資金を得た、非常に巨大な支援組織が

大規模な調査機能と組織力を伴って 9 月から活動を開始する組織に出会いました。在宅被災

者の大きな問題もあり、そこに協力するというかたちで活動を継続することにしました。 
祐ホームクリニックが石巻医療圏健康・生活復興協議会（RCI）を作り、そこにソーシャル

ワーカーとして団体として参画を依頼されたわけです。9 人のソーシャルワーカーが必要だ

と言われたのですが、9 名の人員配置が難しくお断りをせざるを得ませんでした。その役割
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は救命救急医師会に頼んだということです。ですので、なかなか福祉の中で団体としてみん

なが一枚岩になれないこと、また当協会が小規模でもあり、要請に応えきれない限界があっ

たことを残念に感じました。しかし、このときに RCI に所属するという形を取らず、石巻市

から直接請け負うかたちで 1 名の MSW を派遣するという形にはしました。そうでないと、

在宅被災地の人だけを支援することになり、それまでの仮設住宅の人たちとの関係が切れる

という問題が生じますので、資金の性格を吟味することも重要だと思います。そういう点に

も難しい部分がありました。 
活動から 3 年目に、石巻社会福祉協議会から当協会への MSW を職員として派遣してほし

いという依頼がありました。多分全国で初めてだと思うのですが、社会福祉協議会との共同

事業ということで、社協から人件費を協会がいただき、そこに協会の現地職員をアドバイザ

ーとして派遣するという連携事業を行いました。そして同時期に石巻市が始めた、虐待防止

センターに非常勤職員として、週 3、5 日という半端な時間ですが、ソーシャルワーカーを派

遣しました。石巻ささえあい事業に現地職員 1 名が担当し、都合 3 名が石巻市で活動しまし

た。継続を要請されましたが、石巻の支え合い事業の支援活動も忙しくなり、社協と虐待防

止センターからは 1 年間で職員を引き上げるというかたちになりました。しかし 1 年間一緒

に仕事をすると、ソーシャルワーカーは何をしているかが分かるという、理解を生みました。

それは、今の支援活動の原点を支えているということになっています。しかし人手不足は恒

常化します。ソーシャルワーカーが本当に根付かないということは今でも課題です。 
発災から 2 年 3 年を経過すると、生活再建期に取り残される住民への支援が必要かつ重要

になります。復興住宅説明会にソーシャルワーカーを派遣して、相談の方向について市役所

職員が開眼するというようなこともありました。こんなふうに説明すればこんなふうにうま

くいくんだということを、学んでよかったというような、後からそういう評価をいただいた

こともありました。が、健康推進課から依頼された、先ほど申し上げた「引きこもりの子を

持つ親の会」という、このグループワークはうまくいきませんでした。2 組しか来ないという

結果でした。つまり東京のベテランの MSW が行ってグループワークをしたのですが、必ず

開始時間を守り、自発的に来るまで待つという姿勢を貫いたわけです。だけれども、車で迎

えに行かないと地方は足がないという事態への理解が少なく、結局 2 組の支援を 2 年間続け

たわけです。基本原則に忠実であるということが定着に結びつかなかったのです。これは苦

い経験でした。支援者支援についても課題がありました。ソーシャルワークの定着に向けて

行った努力のひとつに、活動後 2 年たって現地相談員のグループに月 1 回のスーパービジョ

ンを保証したことがあります。支援活動の質の担保も目的の一つでしたが、精神的なケアと

いう意味でも、スーパーバイザーの派遣を継続し、石巻市からスーパービジョンのための交

通費、謝金などにあてる資金も得ることができています。 
2014 年の 4 月から現在まで、支援者対象者が拡大しています。在宅被災者、仮設住宅居住

者、みなし仮設居住者など、その人たちも含めて、復興住宅への入居者の洗い出しをして、

健康調査で体調が悪い、治療中だと回答した家庭へのアウトリーチ、訪問活動をしています。

このときにも他の支援団体、3 団体の持っているリストを合わせるという作業に、すごく時

間がかかりました。要支援者のリストが、管轄する行政の課ごとに別々で、4 年を経過しても
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一緒じゃなかったのです。そして復興住宅入居への移行支援という時期ならではの課題もあ

りました。今までにも命からがら逃げてきて入った避難所から仮設にとりあえず移るという

移行支援があり、その仮設から終の棲家にまた映らねばならないわけです。 
この終の棲家へ移る支援というのが復興支援なのですがとても大切な事業ということで、

ここに今 MSW を張り付けているのですが、実際そこがなかなかうまくいっていません。復

興住宅に移っても、「ここで死ぬわけにいかない。ここが私の最後のところじゃない。」とい

うことで、移行した後で、また問題が出てきているという事態が今起こっています。ソーシ

ャルワークの質が問われているという状況になっているのかもしれないと思います。その他、

一人暮らしの男性の会「男の遊ぼう会」の活動も主催していたのですが、このやり方を踏襲

して、他の地区にも同様の会ができています。そういう意味でも小さい活動だけれども継続

すると、他への余波という効果を生んでいるのかもしれないと思います。自治会組織などと

の地域連携は拡大してきました。 
石巻市との関係は 2011 年から 2012 年まではこの健康推進課と介護保険課だけだったので

すが、2013 年、2014 年とほとんどの課との関係が構築され、連携先は拡大しています。関

係部署が増えることで連携の質も高まりました。2014 年に健康推進課が主務課なのですが、

生活再建支援課からの依頼で週 3 日 MSW が行くことになりました。つまり 2 つの主務課を

もつ、2 人のボスがいることになったのですが、病院がそもそもマトリックス組織なので、

MSW は慣れており、こうした環境への適応力がありました。先ほど申し上げた、復興住宅の

説明会にソーシャルワーカーを派遣し共に働くことで、ソーシャル機能の理解が定着して、

そのときに仮設から恒久住宅へ移行することが困難なケースに、ぜひ専門職を支援してほし

いという要請につながりました。 
2015 年度に、多くの支援団体が撤退しました。しかし、自ら自立する方法、時期について

判断できない高齢者や、自立困難世帯というのはかなり多いのです。仮設住宅から自立でき

る方は続々と引っ越しをされていく。仮設住宅地区が、虫食い状態になった時、これからの

孤独死等々を予防するためには、仮設住宅への対策としては福祉専門職他、熟練したソーシ

ャルワーカーが必要なんだということを、石巻市はおっしゃっています。 
今お見せしている写真は、石巻市開成地区の仮設住宅街の写真で、このものすごく広いと

ころに本当にたくさんの仮設がこうやって並んでいるんですね。石巻市はここに企業を誘致

したかったので、非常に広いところがあって 1000 世帯以上の仮設住宅が立ち並んだのです

が、ここが虫食い状態になったら本当に恐ろしいというか、犯罪を含め多くの問題が起きる

ことが予測されるところです。この仮設住宅の横に道路があって、道路の向こう側に高級住

宅街ができました。復興住宅ではなくて、自力で建てることのできた方の住宅街です。そこ

の子どもとこの仮設の子どもは同じ小学校で、小学校でもいろいろな問題が起きているとい

うことです。被災地の問題が重層化していくということを理解しました。 
2011 年から 16 年度まで、大体 3 月末までの 5 年間のソーシャルワーカーの活動人数は延

べ 5,000 人弱です。実人数は 350 人です。3 回以上のリピーターを数えると 54 人ですから、

大体 5,000 人の会員、今は 5,000 になりましたが、2011 年当時は 4,000 人会員の 1％以上が

支援活動に頻回に取り組んだと言えます。行った人だけが偉いのではなくて、出す方の人の
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努力も看過できません。さらに組織として協力を

続けていただいた病院もありました。1 年間、亀

田総合病院が 1 週間のローテーションで MSW を

派遣してくれたことで、支援活動の継続がはかれ

ました。このコアメンバーが継続して活動したの

で、支援の質も保たれました。現地責任者も半年

変わらず活動を続けてくれました。事務所では

1,000 人を送り出す活動をしました。事務局員の

数が少ない協会の現状を見て、初台リハビリテー

ション病院の MSW が 1 年間午前中、毎日ローテ

ーションを組んでこの事務作業に取り組んで下さ

いました。現地職員は、今まで 13 人を数えていま

す。現地責任者は 5 人なのですが、平均活動日数は 200 日ぐらいです。一番長い人が 3 年 9
カ月いました。短い人は半年ですが、彼らの精神衛生上の問題は非常に大きな課題を残しま

した。 
支援件数はこのように 2012 年度に 1 年間で 433 終結していますが、わっと来てわっと終

えたことは終えたのですが、そのあと困難ケースが続いているということですね。例をあげ

ると、保健師さんからの相談事例で、仮設住宅に住む 50 歳の女性からの不眠症の相談から始

まった事例です。この方のお兄さんが精神疾患で、お母さんと 3 人で暮らしている。お兄さ

んとの生活にも、お母さんの介護にも疲れているのですが、お兄さんが世帯主であるために、

仮設住宅から離れられない、行く場所がないということでした。お兄さんからの DV があり、

本人が逃げているところを発見されました。親族とも不仲で、困難事例として対応しました。

もう一つ、これは養子として 40 年過ごした家の相続権を巡って問題が起きた事例です。家が

流されてしまったので、そういう意味ではものすごく問題が複雑化します。妻ががんで 30 年

前に亡くなっており、仮設住宅で争いがひどくなって、義母の骨折時の入院を手配すること

で MSW が介入しました。この人は包丁を持って騒いだので警察が 2 回介入しているという

ケースです。このようなシビアなケースが、今 MSW に回されてきています。 
災害が起こったときに MSW は、生活を支援する専門家として被災地で活動しているので

すが、日々チーム医療の一員として連携が仕事という環境にいますので、災害関係への適応

は早いと思います。そして対象が幅広いと言えます。胎児、子どもから大人まで殆どの資源

を知っていますので、その知識を適切に提供できると思います。石巻市赤十字病院では、MSW
はときに死亡した方の家族に対応もしたように、だから後方支援が必要だと思います。その

ためには、初期から活動に参加できるような、つまりは災害救助法に位置づけることが必要

であることを強調します。位置づけられておらずボランティアベースなので、派遣されてい

ないということでともすれば非常に動きにくいこともあります。必要とされる多職種連携の

ために、地域ごとに研究会を開催するなど、ネットワークの形成が今後重要だと思います。

この構築に向けては、福祉関連の団体の連携がやはり必要です。2016 年度から、日本ソーシ

ャルワーク教育学校連盟（ソ協連）MSW 協会をはじめとする多くの福祉系団体が共催する災
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害基礎研修がスタートしました。 
福祉業界も強力なリーダーシップに基づくミッションがないとなかなかまとまらない、こ

れが課題です。ばらばらであるとことは私たちのためではなく、被災地の方々への貢献が不

足する事態を招きます。フロントラインの人たちは、ミッションがない限り走れないという

ことだと思います。私は福祉連携にはまず職種としてのミッションを普遍化する灯台が必要

だということを学びました。 
ご紹介なのですが、愛媛県の災害リハビリテーションの ERAT ができたそうです。愛媛リ

ハビリテーションアシスタントチーム。ここは地域の中で愛媛県のリハビリテーション研究

会と連絡協議会と、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会と介護福祉会と、愛媛の社

会福祉会、MSW 協会、栄養士会、看護協会も入ってこの全体が ERAT を作ったそうです。全

体でなかなかまとまることは難しいのかもしれないけれども、地方でまとまっていけたとい

うのは、一つの明るい状況だと思います。岩手は DCAT を作って、岩手の活動をしています。

岩手方式に学ぶところは多いのですが、医療が入らないとなかなか実際的な連携は難しいの

ではないかと私は思います。災害時の情報量はやはり DMAT から得る必要もあります。 
最後に、私たちの活動を、3S プロジェクト。セキュリティー、セーフティー、ステディー。

安全、安定、安心な生活を構築するというふうにネーミングしたことをご報告いたします。 
こういうふうなことを 1 団体でするのは無理なので、職種連携ということが本当に重要だ

と思います。私の今の実感としては、福祉間の連携が急務であること。そこのところの基盤

がすごく必要だと感じています。 
 

小林：笹岡先生ありがとうございました。それでは続きまして、国立病院機構災害医療セン

ター福島復興支援事業の小早川先生にお願いします。福島市民になられたと先ほど伺いまし

た。 
 

 小早川義貴氏 報告  

小早川：よろしくお願いします。災害センターの小早川です。国立災害医療センターは東京

の立川にありますけれども、元々僕は 5 年前に災害医療センターに来たんですね。今はいろ

いろあって福島にいます。最近運転をしていて、右側に災害の「災」の字を逆さにしてみた

のですが、これは災い転じて福となすみたいでいいなと思って、しかも福島だから、福つな

がりでいいなと思っていたんです。僕の実家は千葉の九十九里という田舎なのですが、東金

市によく行く台湾料理屋さんがあって、そうしたら福がひっくり返っているんですね。これ

は福が来るようにという意味で、倒福というんですか。至るという漢字と、逆さの倒すとい

う漢字の発音が一緒で、福が来るというような意味があるそうです。中華料理屋で食べてい

たとき、あれ？と思って。最近そういえば災害の「災」の字を逆にしているなと思って。中

華料理屋が「福」の字を逆にしているように、この「災」の字を逆にして貼っていたら、災害

が来ますようにということだなと最近気付いたので、皆さんに言おうと思いました。チャン

チャンという話ですね。話しを変えようと思います。元々は救急の医者をしていまして、今

 - 11 - 



は卒業して 13 年目です。僕は諸事情があって、千葉の出身なんですけれども、山陰の島根大

学になってしまいました。センター試験で失敗したというのが一番なんですけれども、2011
年の東日本大震災の年というのが、ちょうど島根にドクターヘリが入る年で、救急の専門医

として働いていました。はっきり見えないですが、左側の●、当時はかわいらしい感じだった

のですが、アップで見るとこういう感じです。よく僕どこでしょうかと聞いて真ん中ですと

言いますけれども、左側です。これも全然どうでもいい話なんですが、今月 14 日に槇原敬之

さんのニューアルバムの Believer（ビリーバー）というアルバムが出ました。実は昨日、実家

に帰ったんですが、僕は槇原敬之ファンなので、駅近くの CD 屋で CD 買って、久しぶりに

聞いていたら高校生のときに戻ったような気持ちになってきました。実家に泊まって朝見た

夢が、前髪がそろっていてどうしようかという夢で、高校生の頃の気持ちに戻ったんだなと。

これもチャンチャンという話ですけれども、元々救急の医者ですという話です。 
救急の医者というのは、当然救命センターで働いていて、救急隊が重症の患者さんを連れ

て来て、それを病院の中で診るという仕事もしていますけれども、もう一つは先ほどのドク

ターヘリとかドクターカーで、現場に行って仕事をするということがあります。例えばドク

ターカーで、119 番で交通事故があって、現場に出て行って働くと。これは実際に昔出雲であ

った交通事故ですけれども、後ろにパトカーが写っていて、手前で救急隊が活動しています

が、消防と警察がいるというような状況です。これは自転車に乗っている人がひかれてしま

ったということで、正面に警察官がいて目撃者に事情聴取をしているという写真になります。

向かって左側におばさんが 2 人いるんですが、これはただのやじ馬だと思いますけれども、

こういうおばさんもいるということになります。 
当時、そういう現場や救命センターでは、僕ら医療関係者からすると、警察が病院で事情

聴取とかすると治療が進まない。要は交通事故等を起こしてきた患者さんが、飲酒運転の可

能性が強かったりすると、治療に影響のない範囲でアルコール取らせてくださいというよう

なことで結構待ったりですね。事情聴取のために中に入ってきたりすると、結構強引な警察

官もいると、なかなか治療に支障が出るということがありました。消防のほうは、警察は軽

傷ばかり救急要請する。これはちょっとあとでお話ししますけれども。あと警察のほうは、

病院ではあまり聴取をさせてもらえない、つまりお医者さんが威張っていて中に入れるとあ

まり時間を取れない。患者さんは患者さんで救急と関係ないですけれども、病院は 3 分しか

診てくれないとか、警察から病院へ言われて自分は何の症状もないけれども来たというよう

な。みんながそれぞれの立場でそれぞれのことを言うというような現状があります。これは

ある学会発表で、論文にはなっていないのですが、警察官により救急要請となった事案を調

べたというものがあります。これはある地区で、交通事故が起こったあとに救急要請になっ

たのが、大体 1,400 件ぐらいあって、その 1,400 件を見直してみると、警察官が交通事故現

場から救急要請をしたものですけれども、そのうち軽傷が 85.5％だった。そもそもそんなに

重症患者はいないから、救急車を呼ぶ必要はないんじゃないかということです。次に全部含

めて見ると、事故が起こってから消防が 119 番を受信した時間ですが、そこまでは平均値で

取るのがいいか分かりませんが、平均が 14 分だったということです。これは警察官が間に入

るとどういうふうなことになるというと、重症度が全体として 85％だったのに、警察官が間
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に 1 回入ると、96.6％が軽傷になってしまうということと、警察官がワンクッション入ると、

34 分時間がかかるということで、どうも警察官が入ると軽傷でもどんどん救急車を呼ぶよう

な感じになってしまうということです。かつ時間がかかるということで、やはり救急車を呼

ぶ必要はないんじゃないかなと。警察官は自分たちのことしか考えていないなというような

ことが救急とか消防のほうからでる。大体全国 10 年前はそんな感じでやっていました。 
うちの救急とか、消防はどういう発想でやっているかというと、例えば交通事故で重症の

けがをした場合、例えば腸が破けてお腹に血が出ちゃうとか、胸強く打ってぐちゃぐちゃに

なっちゃっているとか、そういうのだと、大体けがをしてから 1 時間以内に手術ができない

とちょっとつらいかなというような発想でしています。1 時間以内に大体治療ができないと

いけないということです。そのためにいろんな標準化されたコースというものを準備してい

ます。その一つが JPTEC というものですが、JPTEC というのはジャパン・プレホスピタル・

トラウマ・エバリュエーション・アンド・ケアということです。ジャパンは郷ひろみのジャ

パンですね。プレホスピタルというのが、病院前ということで、病院の中の治療をインホス

ピタルといいますね。病院の前の元気な人たちが住んでいるこの社会がプレホスピタル。病

院の前ということでプレホスピタルになります。トラウマはけが、外傷ですよね。エバリュ

エーションは評価。アンドケアはケアですよね。ということで病院の外で普通の人がけがし

たときに、救急隊員とかそういった人たちが、どういうふうに患者さんを評価して応急処置

をするかというコースですね。大体救急隊員はこれを受けているので、例えばそれ特有の用

語があります。1 つはロードアンドゴーといって、重症患者さんは詳細な観察とか体の観察

とかを省いて、とにかく直近の大きい救命センターに行きなさいというようなことで、ロー

ド積み込んで、すぐに行けというようなことで、ロードアンドゴーといいます。よく救急隊

から僕らのところに電話かかってくると、当然軽傷者が救命センターに来ることもあります

けれども、この講習等があると、一言「先生、ロードアンドゴーの適用です」と言われると、

うちらとしても重症かということで「どうぞ」と言いますね。これが標準化されていないと、

「患者さんは 72 歳の男性で大型トラックの下敷きになって、胸部外傷が重症の血気胸があ

りそうで、腹部は・・・」ということになってしまいますが、こういう標準化された言葉と、

概念が共有されていれば、一言「先生、ロードアンドゴーの適用です」と言えば「はいどう

ぞ」というふうになるということです。 
救急の医者と消防隊員は、大体 JPTEC を受けているので、先ほどの 1 時間以内に患者さ

んを運ばないとまずいなという共通の目標と、言葉でそのことを理解できます。しかし、先

ほど示したように警察が入ると、共通的な概念と目標を持っていないということで、軽傷で

も救急車呼んだりしてしまう。島根の出雲地区で私たちの中から出た意見としては、こうい

う患者さんを救うために、警察官が JPTEC を受ければ、我々と同じ思想に基づいて重症の患

者さんを救えるんじゃないかというような話になりました。私たちとしては消防から警察に

言うと角が立つので、医療のほうから、警察官が入ると軽傷の救急要請もあるし、僕らがド

クターカーで行くと警察は事情聴取ばかりして患者さんのこと全く評価していないから、

JPTEC 受けてくださいという話をしに行きました。実はこの JPTEC というのは患者さんを

エバリュエーションという評価をするために、プログラム自体が大体 1 日のコースなんです。
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小さなことなんですけれども、胸の音を聞いたりするので聴診器を使うんですね。警察官に

受けさせるのに聴診器が必要だと。警察官は聴診器を持っていないよな、という話になりま

す。これバカくさいんですけれども、本当ですよ。警察、聴診器持ってねえなという話にな

ったんです。逆に言うと俺達手錠持ってねえなという話になりまして、拳銃も俺たちないぞ

という話になって、そもそも俺たちは警察の仕事を手伝っているのかなというような話にな

りました。 
実際警察と一緒にどうしようかという話をしに行ったときに、警察からいろんな意見が出

ました。警察としては現場の安全確保と、ひき逃げだった場合は証拠の確保が非常に大事だ

ということで、警察は警察で職務を全うするために 1 時間以内にやらなければいけないこと

が結構ある。確かに、ひき逃げ犯にそのまま逃げられたら、これは患者さんにとっては、命

は助かったけれども、不利益にもなります。こういう話を聞いたあとに当然救命という点は

もちろん大事ですけれども、我々としても警察を手伝わないといけないんじゃないかなとい

う話になりました。結局そのあとどうしたかというと、出雲地区では警察と消防と医療が集

まって、お互い困っているようなことをシミュレーションしましょうということになりまし

た。警察が困っていることを医療、消防として何か手伝えないか。逆に警察が我々の医療と

消防のところで何か手伝ってくれることがないか、ということを検証しましょうということ

です。もう 7～8 年前になりますけれども、始めたということで連携事業をしたということが

あります。このとき目的としたのは、各組織の業務内容ですね。どんなことを大事にして業

務をしているのかということ。あと、当然それぞれの組織はそれぞれのやり方でやっていま

すが、必ず最初に警察が着いた場合は、心停止の人だったら心臓マッサージをとりあえず開

始して、救急隊に円滑に引き継ぐということ、あとは協力できる部分は協力するということ

で、例えばそれぞれの法律、医者は医師法、警察は警察法、消防は消防組織法でそれぞれの

業務の目的が書かれていますが、いずれも市民の生命安全を確保するということが最終的な

目標なので、それの方法論がちょっと違うだけだろうということで、こういったことを目的

に連携事業を始めました。 
これは僕がまだ島根にいたときなん

ですけれども、地域の救急センターと消

防、警察で 1 回やりましょうということ

で、何回かそのあとやりました。ポイン

トとしては、講義で今言ったようなお互

い目標は一緒だけれどもちょっと手法

が違いますねということと、講義 2 のと

ころですね。当初は我々のやり方を警察

に教え込むということだったんですが、

警察に聴診器がない中、また医療的知識

がない中でできる簡便な方法で、患者の

評価や現場評価をするということをし

て、実習 2 のところは実は警察は交通事

 - 14 - 



故以上に、泥酔者の対応ということをかなり悩んでいらっしゃいましたので、泥酔者の対応

をこの地区でどういうふうにしているかということを、みんなで検証しようということにな

りました。これは実際にそのときに使っていたスライドですが、これを見た住民からこうい

う 110 番通報があって現場に到着しました、というものです。まずは消防から、消防として

まずはどういったことを重点的にやるかということを発表してもらい、警察が先に着いたと

きにはこういうことをしますということを発表してもらいました。お互いがどういう対応を

するかというのを、現場でなくてシミュレーションの中でもめるということで、こういうふ

うに標準的な対応方法を共有してやっていくということをしました。そこでこの 10 年、少し

概念も変わってきていますけれども、当然患者の重症度も大事ですが、社会利益というか、

先ほどのひき逃げの例のように、その人を逃がすことで不利益が社会全体に及ぶこともある

ので、その辺りの重み付けを、警察も消防も少し考えて対応するようなモデルを作って、相

談をしたということになります。 
警察としては当然医療専門職ではないので、どこまで身体的な対応をするかということで

すが、最低限今免許センターでみんな心臓マッサージを学ぶ時代ですから、警察としても最

低限市民としてするべき応急措置は徹底的にやりましょうということです。そのあと適切に

引き継ぐというところが、プロとしてはできなければいけないことになるだろうということ

で、対応していきました。これは実際にやっているところの写真で、警察官が先ほどのスラ

イドを見て、いろいろこうしますとディスカッションしたり、これは交通事故の想定と、泥

酔者の想定ですが、このスライドは救急隊が先に着いた場合の対応の写真です。これは最初

に警察が着いたときですね。それぞれ、どういうふうになるのかということをみんなで話し

て、これはどういう意味があるんですかというようなことでディスカッションしました。や

ってみて、これは感想レベルなんですが、消防のほうからは僕と同じで警察に JPTEC を教え

て、すぐそれで終わりというわけにはいかないなということと、消防のほうから警察は現場

保存や緊急配備など、地域全体の利益を守る必要があり、警察のほうからは消防が何でそん

なに急ぐのかというポイントが分かったということがありました。実際にこの検証やったあ

とに、現場に警察からこれも JPTEC の用語ですが、この患者さんは高エネルギー外傷ですか

というようなことですね。高エネルギー外傷というのは 2～3 階からの転落とか、同乗者が亡

くなるような交通事故で、一見重症に見えなくても重症なことがあるような外傷になります。

そういう言葉が現場から出たということです。あと警察のほうから、さらに今まで被害者や

加害者というような見方しかなかったけれども、患者という視点で少し対象者を見られるよ

うになったということで、お互いが少しそれぞれの立場でものを考えられるようになった研

修になったかなということです。 
この検証は僕と島根大学の先生がみんな島根を離れて東京のほうに来ちゃっているので、

今はしていないということを聞いていますけれども、これも一つポイントで、継続可能にす

るには、仕組みとして、していかないといけないというのがある反面、そこで課題意識持っ

た人が音頭を取ってやらないとできないということも事実ですので、この辺りすごく難しい

なということです。ここの連携事業のポイントとしては、お互いがお互いの立場をしっかり

理解して対応した。それを研修で作ったということです。そういうことを震災前に出雲のほ
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うで僕はやっていましたので、当然福島に今度行っても同じようなことになります。 
飯館村というのは原発から 40 キロ北西にある、大体人口が 6,000 ぐらいの村ですが、平成

23 年の 4 月末に、村全体が計画的避難区域に指示されまして、住民全員がまだ避難している

という村です。当時、原発から 20 キロ圏内が原則立ち入り禁止になったので、原発周囲に内

陸から海に抜ける道路が軒並み通行止めになりました。福島県の北部では、福島市方面から

南相馬市というところまで沿岸部を走っている県道 12 号線が飯館村を通るんですが、そこ

の交通量が通常の 3 倍程度まで膨れ上がって、交通事故のリスクが非常に高いという相談が

災害医療センターにありました。村に病院が今なくなっちゃったから私らのところに待機し

ていてくださいというお願いだったんですが、待機するのは現実的ではないので、実際に起

こったときにどういうような対応になるか、まず訓練しましょうということで、訓練をしま

した。実は福島も警察と消防の連携があまりなかった地区ですが、県警と消防と一緒に訓練

をして、今は僕ら自身も警察学校のほうに講義に行ったり、あとはテロの対策訓練等も県警

の機動隊と一緒にするようになってきていますので、年に 1 回以上は警察と地域、もしくは

全県しているというようなことをしています。 
あと実際にこの 5 年間、東日本の震災以降、常総市水害、熊本地震、鳥取地震といろいろ

ありますが、この 5 年でいろんな救護チームが作られてきています。元々僕らは DMAT なの

で、それ以外にも右側書いてありますが、TMAT 徳洲会のチームですし、JDA－DAT は栄養

士会のチームですし、DJAT は柔道整復師会のチームですし、左下の DWAT は福祉のチーム

ですし、PCAT はプライマリ・ケア連合会のチームですし、DPAT は心のチームということで

す。こういういろんなチームがいて、混乱しているのを僕らはマット問題と呼んでいますが、

昔はマットというとモンスターアタックチームという、ウルトラマンだけだったんですが、

最近はこういうチームがいっぱいいて、いろんな混乱があるということになります。 
熊本地震では、先ほどから言っている益城町役場さんにリハビリの JRAT さん。ジャパン・

リハビリテーション・アソシエーション・チームですか。右下にある JRAT さんと、あと PCAT
さんがいたんですね。僕ら先生気付きました。キャットとラットでトムとジェリーです。訳

の分からないことを、これは大人じゃないと分からないとおっしゃいますけれども、言われ

ました。そういったいろんなチームが活動するには、先ほど言ったようにお互いの目的とか

を知らないといけないし、あとはここの間に共通言語がないと、共同のロードアンドゴーと

一緒で、お互い分かり合えないということです。最近はこの 5 年で災害のコーディネーター

制度が少し整備されてきているので、地域で被災地域でのコーディネーターと行政中心に集

まって、その辺りの調整等をしていますが、平時においてこの辺りでお互いの共通の目標と、

共通言語の整備というのをしていかないと、法律的な対応というのはできないということに

なります。また、我々災害医療ということでしていますが、例えば高齢の在宅の人を考えて

も、医療の限界●非常に入り乱れているということで、災害医療をやる上で、医療だけではな

くて保健介護福祉も知らないといけないということがありますので、この辺りはまだ急性期

に入る DMAT としては少し弱いところかなというふうに思います。 
常総市の水害のときにはどういう動きがあったかというと、常総の水害は、基本的に常総

市にかなり限局した水害だったので、地域のコーディネーションが比較的取りやすかったん
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ですが、実は茨城県というのは医師会が 4 師協定を結んでいて、医師会 JMAT が動くときに

は、歯科医師会、あと薬剤師会と看護協会も一緒に動きましょうということで、DMAT が急

性期 9 月 10 日に入ってから、3 日目の 9 月 13 日には筑波大学のほうで、この 4 師協定に基

づく活動をしようということで、第 1 回のミーティングが開かれています。そこに茨城の災

害医療コーディネーターの先生が、下にありますけど、心のチームの DPAT の先生と知り合

いだったので、そこに入れて日赤が駆けつけて自主参集して、あと先ほどの講義で JPTEC 研

修というのが話として出ましたけれども、我々も研修で知った各種団体がありましたので、

せっかく活動されるんだったら集まったらどうですかということをアナウンスして、いろい

ろ集まって活動したというのが、常総の水害ということになります。 
先ほどのスライドにもありましたが、我々は災害医療センターなので、普段は医療の部門

と県庁とは付き合っていますけれども、実際にいろんなことをしようとすると保健福祉もし

ないといけないということで、このときに結構問題になったのは県庁の中の所掌課の違いで

す。最初急性期で入る DMAT は茨城県庁の 14 階の医療対策課と一緒に働くんですが、保健

のことをするようになると 1 個下の 13 階の厚生総務課と、健康増進課さんのほうと一緒に

やらなければいけなかったり、介護とか福祉をやろうとすると長寿福祉とか障害福祉とやら

なければいけないということで、この辺り狭い災害医療であれば自分の DMAT を所掌する医

療対策課だけと付き合えばいいですが、実際はこういった課と付き合って、調整をかけてい

かないといけない。一方で、DMAT で来る先生たちは、普段病院でしか働いていないのでこ

の辺の理解があまりないんですね。現場で混乱をきたすこともあったりします。あと DMAT
のレベルでは、我々は行政を手伝いに被災地に行っている側面がありますので、先ほど行政

と共通の目標設定や共通の用語がないと、実際連携や活動の効率が図れませんので、災害医

療センターのほうで DMAT 事務局として、年に 2 回各都道府県の DMAT の担当者を呼んで、

災害医療の研修をしています。 
ちょうど前回は鳥取地震の最中にありましたので、僕も鳥取から遅刻して行って、中国ブ

ロックのテーブルに着きましたが、鳥取の担当者が欠席したのをみんなで鳥取のとの字を書

いて寄せ書きをしているシーンを撮ったというところですが、こういうことで顔をまず知ら

ないと仕事ができないので知ろうと、そういうふうにしています。そういう意味で、各職種

を知る研修として、JIMTEF 災害医療研修という場があります。JIMTEF というのは公益財団

法人国際医療技術財団ということで、前の災害医療センターの病院長が 2011 年に退職し、災

害医療の研修を 2011 年の 11 月にやるんだということで、僕らがかき集められたんです。

2011 年の 11 月ですので、みんな東日本の直後で忙しいのに何でこんな研修をやらなければ

いけないんだと言って、適当に作ったスライドで研修をしたんです。そうしたら、来た団体

が 21 団体で、皆さん本当に熱心な方で、鍼の先生、柔道整復師の先生、いろんな先生が来て

くれて、そこでいろんな話を聞いて、これはこの人たちとちゃんと仕事をしないといけない

なということで、翌年からちゃんと内容を考えてやるようになりました。実は当時は年に 1
回だったんですが、今はベーシックコース、アドバンスコースということで拡充してきてい

ます。この前の夏にも神戸でアドバンスコースがありましたけれども、それぞれの職種を我々

としても理解する場になり、各団体もそれぞれ理解する場になっているなということで、お
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互いの共通目標と共通言語を整備する場として使わせていただいています。先生ともここで

知り合った感じですので、一緒にそのあとの災害のために仕事をしているということになり

ます。 
熊本地震のときも柔道整復師さんとは付き合いがなかったんですね。病院にいるとほとん

ど付き合わないですね。柔道整復師というと、診療報酬をだまし取る人たちだというイメー

ジしか、本人たちが言っていますので、なかったんですが、そういう人もいるけれどもいい

人もいる。当たり前のことに気付きました。医者もそうですよね。悪いやつもいれば、いい

やつもいる。これは常総の水害のときですね。これは栄養士会の先生。これも NSW さんが

常総のときに来ていただいて、そのあとも〓コバヤシ〓君ですけど、ずっとあすなろの里を

守ってくれたということになります。少しスライドとしては古いんですが、ウォーリーを探

せと一緒で、僕ら災害本部をやっていますと、いろんな団体が来てくれるんですけれども、

やはりそこにいればその団体が見えるかというと、私たちも見ようとしないと見えないとい

うところがあります。つまり先生たちに来てもらってもどの団体があるのか知らないと活用

できないので、あらかじめこういう研修等でお互いの顔とか思想とか、思想といっても変な

人ではなくて、団体のポリシーですね。共通の言葉を整備することが大事かなというふうに

思います。あともう一つ特にコメディカルの先生たちが、派閥の争いが結構強かったりする

んですね。例えば心理士さんとかだと、何とか学派ですからあれは分かりませんとか、そう

いうことを急性期の災害本部でやられちゃうと面倒くさいので、一緒に働きにくいですよね。

あと鍼灸師の先生もいろんな団体があって、いろんな流派があるので、僕らが A の団体に話

をして相談したことが、B の団体には伝わっていない。我々としては鍼の先生にお話しした

のにということになりますので、急性期になればなるほどオペレーションはシンプルにしな

いといけないので、そういった意味である程度似た部分はまとまって急性期は入る。その中

で仕事の割り振りをすることでプレゼンツを示しているのかなというふうに思います。 
そういった意味で例えば僕であれば、災害医療センターの医者という側面がありますが、

救急専門医である側面もありますし、山陰の島根で長く住んでいた人という側面もあります

し、アレルギーの時期には鼻がつまる花粉症の患者という側面もありますし、旧姓〓ノムラ

タマキ〓の夫という側面もありますし、あと千葉県育ちという側面もありますので、被災地

に行くとこういったすべての面が問われることになりますので、それぞれの点で普段から面

白い人間というか、磨いておかないといけないなと思います。あとは今の話と一緒なんです

けれども、医療とか専門職の教育プロセスというのはどんどん上り詰めていくプロセスです。

例えば僕は研修医終わったあと、今度は救急の専門医としての教育を受ける。今度は救急の

専門医としてやっていくと、その中でも感染症とか外傷とかということでどんどんスペシャ

リストに分化されていきますが、被災地に行くと例えば脳外科の医者はすぐ必要かというと

分からないですね。医者としては必要とされるということがありますので、この辺災害やる

上では、分化していく過程から下に脱分化していくという能力も非常に問われますので、ス

ペシャリストとしての側面がないと尊敬されない点もありますが、一方でジェネラリストと

してふるまえる姿勢も大事だなというふうに思います。 
研修でいうと JIMTEF 研修というのは医療職として支援に行くものの、立ち振る舞いを勉
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強する場にしていますので、それ以降も各団体の専門性というのは各団体の中で、災害地被

災地でどういう専門性が出せるかというのは検証していただきたいなというふうに思います。

僕だったら医者として用事がなければ、現場にただいる中年のおじさんとして椅子を運んだ

りとかいうこともしていますので、場合によってはそういったこともできないと、災害は難

しいなと思います。まとめのスライドになりますけれども、連携ということを日常臨床から

災害まで軽く見てきましたけれども、大前提としては他の職種を理解し、尊重するというこ

とで、目的、方法、あと意思決定を彼らがどういうふうにしているかということを勉強する

ということと、あと JPTEC であれば、ロードアンドゴー、高エネルギー外傷といったよう

に、一言で共通の理解ができるような言葉を、常日頃研修等を通じて養っていくのが大事で

はないかなということで、講義を終わりにしたいと思います。 
 

小林：先生どうもありがとうございました。次は国立保健医療科学院健康危機管理研究部の

奥田博子先生にお願いします。保健師の立場からということで、お話をお願いしております。 
 

 奥田博子氏 報告  

奥田：よろしくお願いします。国立保健医療科学院の奥田です。私は行政の保健師の立場か

ら、お話をさせていただきたいと思います。 
まず簡単に自己紹介をさせていただきます。今は保健師等の専門職の教育や研修に関わら

せていただいています。災害に関わるようになった契機は、21 年前の阪神淡路大震災のとき

に、神戸市保健師として支援活動に従事したことです。当時、住んでいたところが神戸市の

灘区というところなんですが、六甲道駅から徒歩5分の築1年のマンションが全壊しまして、

私自身も被災者となりました。勤務地が神戸市の東灘保健所というところで、亡くなられた

方が大変多い地域で、出勤後は激務の連続でした。帰る家もなかったのですが、一度出勤し

たら 1 カ月以上は帰れない状況でした。今も大きな災害が発生すると、想定外という言葉が

使われますが、当時もやはり想定外と言われていました。保健師として看護の教育、保健師

の教育というものは受けてきましたが、当時災害に関することや支援については学んでいな

かったんですね。だから何をやっていいか分からないというのが正直なところでした。です

が、想定外と呼ばれる災害の中でも一般のボランティアの方も含め、多くの専門職の方から

も支援をいただき、こんなにたくさんの方に助けていただけるんだということを日々感じな

がら、仕事をさせていただきました。当時、ボランティア元年という言葉が言われ、福祉職

の方を含めいろんな支援の方に来ていただきました。受援を経験したという立場でも感じて

いるところを今日はお話しをさせていただきたいと思っています。 
今日のテーマでもある「災害」は、災害対策基本法という国の法律の中で定義をされてい

ます。このスライドにあるような多様な自然災害が起こるということが、災害対策基本法で

は「災害」となっているんですけれども、特に地域住民に関わる保健師の立場では、下にあ

るような定義を大事にしています。というのは、大雨が降ったとか、地震があったというこ

とよりも、そのことによって地域の中が、それぞれの地域だけの努力では戻れないような状
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況が起こったことに対して、包括的な支援を行わなければならない。特に保健師の立場であ

れば、それを、地域で暮らす人、健康と命を守る、という視点で支えていくのが役割だとい

うことを、今教育の中でも伝えています。 
災害が起こったときどういう状況になるかというのは、改めて言うまでもないと思います

が、急激に状況が変ります。自治体の保健師として、医療職として、当然命、健康を守ると

いうことには変わりはありませんが、普段の仕事とは違うという状況にスイッチを切り替え

なければなりません。急速に医療保健のニーズが高まる一方で、その支援者だったり、地域

の資源が機能低下を起こしていきます。当然ながら多様な支援者の援助を得なければ対応が

できませんが、十分な予算や人、専門職が来てから仕事が開始できるわけではなくて、足り

ない中で工夫をしながらやるという臨機応変性も求められてきます。 
元々保健師は何をする人なのかというところも、保健師という言葉だけは理解されている

のですが、例えば県の保健所と、市町村の保健センターの違いが分からないと言われること

がありますので、少し保健師とは何をする人かというところも押さえておきたいと思います。

保健師は、保助看法に定められた国家資格を持っている専門職です。公衆衛生看護を基盤に

し、臨床の医療だけではなく、地域で暮らす予防という視点からも関わります。ヘルスプロ

モーションでは健康を「人々が幸せな人生を送るための大切な資源」ととらえます。病気や

障害を抱えている人も、健康な人も、その人なりの幸せな人生を送るためには健康状態を維

持・改善することが大事になります。専門家はこのような人々の健康への取り組みを支援し、

環境を整える役割を担っています。個々の患者さんとか、困っていらっしゃる方も対応もす

るんですけれども、個々の困りごとへのケースワークだけではなくて、そういった問題を解

決する社会的な仕組みはどうすればいいんだろうということも考えて仕組みを作ったり、政

策につなげていくことも公衆衛生看護の専門性です。 
そのため、災害時には、当然こういう視点で最前線に立つことになります。また阪神淡路

大震災の話に戻りますが、当時、一瞬で街の状況が変わり、仕事が激変し、しかも過酷な状

況が 24 時間絶え間なくやってくるという、誰もが体験をしたことはなかった状況が起こり

ました。少し時間がたって、自分たちがやってきたことは何なんだろうということを振り返

ったものが、次のスライドになります。日々いろんなことで肉体的にも精神的にも追い込ま

れていたのですが、自分たちは地域住民のニーズに応えるため、ということで奮闘していた。

ただそのニーズというのは、健康とか医療だけではなくて、保健福祉、それから教育、住宅、

労働、交通と多様な分野におよぶものでした。こういった多様な人の生活を支えるという視

点で考えていかなければ、解決できない問題ばかりでした。だから医療保健、あるいは保健

師としての知識とか技術だけで、目の前にいらっしゃる住民の方々のニーズに応えられない。

教育とか福祉とか、労働とか、基盤作りになるような部署と連携をしたり、一緒に考えてい

かなければ、前に進まないという状況を改めて感じたというのが、このときの経験でした。

普段から行政の中でもこういったところと連携をしながら仕事をしているはずなんですけれ

ども、それが抽象化していたり形骸化しているようでは、とても災害時には進められないと

いう状況が起こります。 
また、組織の中とか地域の機関、関係者との連携ということももちろん大事ですけれども、
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一時的な支援者の力も、本当に大きいということはありました。ただ、当時ボランティア元

年という、それはいい面で言われた言葉ですが、一方で課題がありました。スライドの下部

に示したように、いろんな方が支援に駆け付けてくださいます。商店街の主婦の方から、何

らかの資格などを持つ専門職の方、あるいは学生さんなどが、特に春休みに集中して大人数

が来ていただいた。お一人お一人が熱意と使命感、それからマスコミを通じて見ている悲惨

な状況で、高揚感で被災地へと来られるのですが、地元の職員は日々24 時間絶え間なく仕事

をしているので、だんだんエネルギーが乏しく、思考不全に陥りがちです。あれができてい

ない、これができていないという指摘をされると、ますます疲弊感が増強するのも事実です。

絶え間なく過酷な業務が続くため、今日が被災後何日経過したのかということも、地元の職

員は分からなくなるほどです。テレビを見る余裕もないので、被災地域全体や政策の動向な

どの情報も分からない状況に陥ります。 
私が働いていた東灘保健所は、ボラン

ティアの方にスペースを提供しました。

そのことによって手伝っていただける

機会も多かったのですが、震災から数か

月が経過した春休みを過ぎても帰らな

いボランティアの方が多くいらっしゃ

いました。中には家族に何も言わないで

支援に来て捜索願いが出ているとか、ボ

ランティア自身が少し病気で薬を飲ん

でいただかなければいけないのに、無理

をされて、周りの方とトラブルになると

か。保健所の PSW がその人のために 24
時間見守らなければいけない、病院を探さなければいけないということも生じてきました。

また、時間の経過とともに、一般ボランティアの方にお願いできるような仕事はどんどん減

っていくという状況が起こりました。高揚感が高い方がずっと入っていらっしゃるので、異

様な雰囲気になっていってしまって、ボランティアハイというのをいかに抑えるかというこ

との検討が必要になりました。 
検討の結果、実施したことがボランティアの方を対象にした講習会の企画・開催です。援

助はどういうものかという講義を 1 週間ごとにシリーズで 3 回くらい講演会をやって、最後

の講演会のテーマが「旅立ちのとき」となっています。皆さんには元々の立場とか役割とい

うものがあって、ここは被災地で一時的なもの。確かに支援というのは長期的には必要にな

るけれども、住民もそれぞれが自分の力で立ち上がっていくことが本来のめざす方向性です、

というような、当たり前のことなんですけれども、それを言わなければ気付いていただけな

いような空気ができていたということもありました。いろんな職種の方とかいろんな思いの

方をマネジメントする難しさということと、支援者に生じ得る高揚感と地元職員や住民との

間の温度差というものを感じる経験でした。 
また、たくさんの支援を注力いただいたことによって、機能が自立レベルに維持されてい
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た高齢者のＡＤＬが一気に低下したというケースもありました。具体的な例で紹介しますと、

避難所にいらっしゃった高齢者に女子大生のボランティアのグループが来てくれて、それま

では自分で食べることができていたのですが、かわいそうだ、やってあげようとボランティ

アが全面介助による支援を繰り返し、1週間の春休みに継続的に支援をしていただいた結果、

その高齢の方は二度と自分で食べることができない筋力の低下をもたらしてしまった。援助

のあり方そのものというものを、今一度おさえる必要性があるかなと思います。 
そういった災害時に自治体の保健師は何をやるのかに話を戻します。自治体に勤めている

保健師は自治体の職員としての役割と、専門職看護職という役割の 2 つを同時に担うことに

なります。特に専門職としては地域の情報を集約するということです。公的な機関に所属を

しますので、多様な情報を得ることは可能になります。それをどう生かすか、発信するかと

いうところが一つのポイントになりますし、命に係わるというところでは医療救護の対応。

それから先ほど小早川先生からもお話があったように、避難所だけではなく、地域全体に生

じている変化や健康課題をとらえることが非常に重要になります。予防対策のためにも多様

な関係者と一緒に仕事をしていくというのが、自治体の災害時の保健師に求められる役割で

す。この行政の保健師としての役割は、法律に基づいた位置付けというものがございます。

県の保健師であれば県の防災計画に基づいて、市町村の保健師であれば、市町村の防災計画

に基づいて地域住民への対応をするというように、普段から災害が起こったときに担う責務

が国レベル県レベル市町村レベルで、防災計画として定められています。 
この法律は戦後にできているものなので、阪神大震災のときにも神戸でも計画はありまし

た。ただ当時自治体の計画の多くは過去に経験した災害を教訓として策定されています。神

戸市は過去に阪神大震災のような大規模地震の経験はありません。台風で川があふれた経験

に基づいて策定されていた。そのため、平時の訓練も、台風が来たということが過去の教訓

なので、台風が来る前の 6 月頃、全職員出勤前に電話連絡を受け、指示などの文章を書きと

って、出勤したら提出する。しかし実際の阪神大震災ではそもそも電話もつながらない。経

験したことがないことをイメージするのは、自治体の中でも難しいという限界は今もありま

す。 
また、保健師が防災計画の中に位置付くのは、大抵は福祉保健医療部門と、これも自治体

によって名前は違うのですが、こういったような部署。先ほどの茨城の例でしたら、健康福

祉部とか健康推進課とか。主に医療保健を担う部署というところに位置付けられます。多く

の住民の方が集団生活を余儀なくされ健康問題も生じることのある避難所の運営は、この自

治体の例でいけば一番上の避難所対策班というところです。そこは健康とか福祉とかの専門

家がいるわけではないので、被災者のためにというところを、本来一番握る防災部署が、実

は医療や保健福祉の専門性に精通しているわけではない場合が多いです。防災部署に勤める

方も幅広い研修を受けるようにはなってはきていますが、ただ防災が専門職というのは日本

では養成されていませんので、難しい面があります。 
行政が防災計画とか普段の備えの中で、特に気を付けなければならないこととして、災害

時要援護者対策があります。これについては専門職の方が多いので、改めて詳細な説明を行

う必要性もないと思います。特にハンディキャップのあるような高齢者、障がい者、子ども
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さん。あるいは逃げることに困るような方々。言葉に困るような方々について、具体的に把

握をし、個別の支援が速やかにできるような計画を立てることが、防災部署に言われていま

す。健康とか福祉とかを担っているところではない部署が検討し、対策をすすめることにな

るために、災害が起こったときにも、そこの部署が安否確認をしても、こういう病状で困っ

ていますという質問が来た段階で保健や医療に来ることになります。ですから行政の縦割り

を超えるためにも、医療保健の分野でも別途台帳等を作る、あるいは個別の備えや準備への

支援をしっかりやって、いざというときの対応ができるようにするということを、保健福祉

関連の部署も積極的に関与する必要性があります。 
続いて、被災者の健康にどんな影響をもたらすかについてお話しいたします。避難生活を

一つ例に挙げると、普段寝泊まりをするとか暮らす場ではないような学校の体育館とか教室

で、当面 1 カ月ないしは数カ月、長い場合であれば半年ぐらい生活を続けることが生じます。

被災地の多くはライフライン等が止まるため、長引く避難生活で健康状態を悪化させていく

可能性が高くなります。具体的には、生活衛生環境がよくないことによって、感染症が発生

しやすい、あるいは物資が足りないために病状も悪化していくような方もいらっしゃいます。

また福祉的な部分においては、精神的・心理的な影響というものはとても大きくて、避難生

活の中でうつになる、知らない避難住民同士で些細なことでトラブルになり、それも精神的

なストレスにさらに加わるということも起こってきます。 
具体的な疾患名が、このスライドの右側になります。元々病気があった方が、医療の継続

困難などが要因で病状を悪化させる方、感染症を発症される方もいます。心の面の影響も中

長期的に生じ、失ったものの大きさ、時間の経過とともに自立を求められることのプレッシ

ャーが加わる。そういったことを忘れたいがためにアルコールの飲酒量が増え依存の問題も

起こりました。 
阪神大震災で仮設住宅に入居した独居の住民が死後、何日も経過して発見される“孤独死”

が社会的にもクローズアップされました。連日、新聞に大きな活字で、今日で何人目と累積

の人数が大きくなっていく悲しい状況でした。阪神淡路大震災でこういった孤独死が生じた

原因として、都市型の生活スタイルの影響が言われています。つまり、普段から地域住民同

士の交流が乏しい地域が多く、震災を機に膨大な人数の被災者が、真冬の避難所での生活を

数カ月間送りました。仮設を早急に建てたかったんですけれども、仮設住宅を建てる場所の

確保自体ができなかったんですね。最初に立ったのが小さな公園に、数十軒単位ずつしか建

たなかった。一方、入居を待っている避難者は何百万人という単位です。わずかな仮設住宅

には、まずは災害時要援護者といわれる高齢者や障がい者を優先的に早く移っていただこう

ということを、兵庫県と神戸市は政策として決めたんですね。 
結果どうなったかというと、その小さな公園エリアにある仮設住宅に、要援護度の高い方

だけがお住まいになっている。隣近所がどうかということに意識を回すことができなければ、

助けてあげることもできない。そういうエリアでその後何年間も暮らしていくということを

考えていなかったことが、孤独死の誘因となったとされました。そのため、阪神淡路大震災

以降は、仮設住宅は単に要援護者の入居を優先するのではなく、元の地域とかコミュニティ

ーとかつながり、あるいはそれが長期的になることも考慮した入居の仕方をしなければなら
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ないということが、重視されるようになっています。 
今日のテーマである、多様な職種との連携では、例えば東日本大震災のこのスライドは、

宮城県の東松島市の保健師さんが、災害後の保健師活動において、協力をいただいた職種や

団体の聞き取りまとめたものです。対応だけでも、上の 3 分の 2 ぐらいに書いている赤字の

多様な組織の先生、看護師さんたちのチームを、全てマネジメントして何とか対応ができて

いる状況です。福祉においても福祉避難所の開設に介護ヘルパー、協会等を通じてマンパワ

ーの方をお願いしたり、避難所の衛生環境面では保健所の専門職も含め NPO とも連携をし

ています。心のケアも DPAT だけでは人員が不足したため、大学等、有志ボランティア、あ

るいは日本精神保健福祉協会等とも連携をしています。さらにそれがフェーズによって変わ

っていっているというところを、絶えずマネジメントしていくことを市の保健師が担ってい

ます。 
このように災害時支援に駆け付ける多様な職種が増えていて、市の方々は例えば防災計画

があると言いましたけれども、こんなにいろんな人たちと一緒に仕事をやっていく、という

ような計画も訓練も不足しています。ですからその場で判断をして、誰が何を期待できる人

なのか、それを少ない人数の地元の職員だけでやるということでは、かなりのマネジメント

力、コーディネート力というものが必要です。先ほども小早川先生のスライドでもありまし

たけれども、今は多様な専門職の方が増えていて、自治体から SOS を発信していなくても来

られます。こういった多様な方々は、何回も災害支援に行かれているので、プロフェッショ

ナルとしての意識もありますし、自治体の保健師はどうすべきだということも分かっていら

っしゃる方が増えています。ですが、災害支援は平時の活動とは異なる側面が大きく、繰り

返し同じ体験をして技術を磨けるものではないため、被災地の自治体、特に市町村などの行

政保健師は初めての災害支援経験であることが一般的です。初めてで戸惑っているところに、

スペシャリストの人たちが来るということで、大きなあつれきが起こったり、受け止められ

ないということによって、せっかくの効果的な援助が活かしきれない場合も全くないわけで

はありません。 
昨今は、保健師などの公衆衛生に従事する専門職に対しても、研修の機会などを通じ災害

時の専門職の多様性について、伝えるようにはしていますけれども、自治体の保健師も平時

から多様な部署に分散配置されていることが多く、例えば母子とか障害とか違う部署にそれ

ぞれ保健師がいるんですね。その人たちが誰と連携をしたらいいのかとか、困りごとをどう

連携したらいいのかという、行政の中の縦と横をつなぐところが難しい中で、さらに災害時

に訪れる多くの専門職とこの人たちと一緒に仕事をする難しさもあります。いろんな職種の

方が来られても、直接住民の方に支援者として関わることが必ずしもいいとは限らないんで

すね。特に心のケアとか複雑なケースワークが必要な方は、関係性の構築と継続性がないと

課題解決に結びつきにくくなります。そういう意味では、まずは地元の職員が誰につなぐべ

きか、あるいはつなぐべき人はどういう人かを理解したうえで、どうすべきかというところ

をキャッチし、これはより高度な専門性を発揮できる人につないだらいいなというところが

分かった段階で、外部の方に入っていただいたり、あるいはそれを直接的に外部の専門職に

全て片づけていただくのか、あるいは対応の仕方を保健師が学んで一緒に対応するのかとい
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うことも考えていく必要があります。最初のファーストステップでは地元の職員が介入する、

いろんな方が来られたときに、より高度な専門性については対応をお願いするとか、ケース

によっては一緒に対応するとかいうことをマネジメントしていかないと、単に外部の方が来

たからここをお願いします、というふうにするだけでは、課題解決はしないと思っています。 
これも皆さん専門職の方が多いのでご存じだと思いますが、災害後は、時間の経過ととも

に地域と個人が変わるということが言われています。心のケア等では「ハサミ状の現象」と

いわれています。スライドの横軸が時間の経過です。例えば直後は発災が起こると多くの住

民が避難所に行ってみんな同じ被害者と仲間意識が生じる。でも、時間が経過すると、同じ

避難所にいる人でも自宅が全壊、財産喪失、失職という方もいれば、公務員や専門職で失職

の心配はない方、ライフラインが止まって、余震が怖くて避難しているだけの人もあります。

被災者という一言の中にも個人差があるわけです。それが時間と共にどんどん広がっていき

ます。仮設住宅への入居を例としても、希望する立地や条件の仮設住宅へ希望どおり速やか

に入居できる人と、何度も抽選に落ちて希望外や元の地域とは離れた仮設住宅へ入居せざる

を得ない方もいらっしゃいます。あるいは、すぐに家を復興できる方もいらっしゃいます。

その後の仮設住宅から復興住宅への移行、自宅再建というような、時間の経過でも常に差が

生じてきます。 
特に公衆衛生とか自治体においては、このスライドで示す赤い線をたどれるような方々は、

必要な情報を提供し見守り支援で良い場合もあります。一方で、どうサービスを使っていい

かも分からないとか、自分で解決できないような方々がいないのかということを見極め続け

ながら、長期的にサポートをしていくということが必要になっていきます。このスライドで

示す青い線に戻っていく方はどういう方か。あるいはどういう地域なのかというと、元々地

域の医療保健福祉が十分ではない地域と、今とても裕福な自治体との格差もあるわけですね。

国内では。そういった元々のサービスも、人材も十分ではなかったような地域が災害のダメ

ージを受けることによって、ますますサービスが低下をしていくということが生じやすくな

ります。個人においても、自立をするとか工夫をするという力が弱い方が、そういった災害

ということを経験することによって、より弱くなるということが起こってきます。ですから、

そういった地域の変化、実態を捉えながら、どこを重点的にバックアップしていくべきかと

いうことを、長期的に見守っていくという支援が、自治体の職員の中では責任として続いて

いくことになります。そこにどのように対応していくかというところは、最初のスライドに

戻りますが、保健医療の立場だけでは長期的になればなるほど、何ら解決できないんですね。

不定愁訴が長引く被災者は、身体的な健康の問題が将来への不安から生じていたり経済問題

が絡んでいたり、福祉であったり教育であったりというようなことが大きく影響しているこ

とあります。したがって、普段以上に、多様な関連部署、専門職との関係性の構築というと

ころを意識しなければ、街作りとかいうところにも健康の視点で意見が言えるとか、という

ことがなければ地域住民の安心した暮らしというものは取り戻せない実態があります。 
最後にまとめです。効果的な他職種連携という視点では、普段から良い関係性でないとこ

ろは、災害が起こったときにもうまくはいかないというのが私自身も経験して思いました。

本当に困っているときには制度とかの枠を超えてでもやらなければいけないことが山のよう
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に生じ得ます。それをやれるのはお互いの関係性があって信頼性があってからこそというの

はあります。そういう意味では行政も地域の一機関、一資源です。自治体の枠を超えた職種

とか専門性というところにもっと目を配って、普段から一緒に考えていくということが大事

です。 
公助の限界については、地域住民自身の自助力や共助のアップも不可欠ですが、地域の関

係機関、専門職の縦割りになっているところをつなぐような役割をより強化していかなけれ

ばならないと思っています。そこが課題だということを今認識しながら、教育や研修を進め

ているということを今日はお伝えさせていただきたいと思います。ちょうど時間になりまし

たので、私の話は以上とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。 
 

小林：奥田先生ありがとうございました。それではここでいったん休憩にさせていただいて、

10 分後の 3 時に再開したいと思います。よろしくお願いします。 
 
＜休憩＞ 
 
小林：それでは 3 時になりましたので、再開したいと思います。 
次は陸前高田市の高寿園という、高齢者施設の管理栄養士さんですけれども、菅原さんが

ほとんどコーディネートされていたという印象を私は持っているのですが、いろいろとその

受ける側としてのご経験も含めてお話していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 

 菅原由紀枝氏 報告  

菅原：よろしくお願いします。では、震災にあいましてから今に至るまで、本当にたくさん

の皆さんのご協力とかご支援いただいてまいりました。 受ける側だったり、また私のほう

もいろいろやったことなどを含めてご紹介したいと思います。 
陸前高田の被災状況はこのようなんですが、市の 1 割近い方が亡くなって、いまだに行方

不明者は 200 人を超えています。事業のほうは、私は社会福祉法人高寿会というところの部

長管理栄養士をしていますけれども、特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス

センターが 3 つ、在宅給食などをやっていまして、これらは 1 人だけ管理栄養士がいますの

で、直営でやっていますので私が責任者ということです。被災してからは仮設サポート拠点

の朝夕食 365 日と、さらに小規模多機能が加わって、毎日すごく忙しいような状況になって

います。高寿会の被災状況は、全壊、大規模半壊、現存ということで、163 人くらい当時いた

んですが、私も家が被災して仮設住宅に 3 年いましたし、ほとんどの人が被災者というよう

な状況です。職員は亡くなられた方は 10 名。こんなふうに家族もずたずたというような状況

の中で、みんなで働き続けるような状況にありました。これは町場のほうにありました福祉

サービスセンターです。ここでもヘルパーさんたちが 4 人くらい亡くなって、利用者の方を

助けに行って亡くなってしまうという感じです。これは 1 カ月後の画像ですね。職員が撮り

に行ってくれて。避難所は 7 月 30 日まで続いて、入居者の部屋を区別して、被災者の方、た
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くさん訪れられたんですけれども明け渡して、区分して共同生活というかたちが、3 月 11 か

ら 7 月 30 日まで続いています。これは物資をみんなで分けてバイキングしているところで

す。 
震災の当日から避難の方へ目標にしたことは、これは私と私の部署の目標でしたが、この

命をつなぐこと、公平であること、笑顔で見送ること。この笑顔というのは、ここに来たく

て来たわけではないんだから、感じよく小さいことにこだわらないで仲よくやっていきまし

ょうというつもりで、みんなに言い聞かせていました。特養の非常食は、入居者の分 110 人

分と、プラス職員の分 50 人 3 食 3 日分を備蓄していましたが、平成 15 年よりクックチルシ

ステムといって、袋で作る衛生的に優れた手法でやっていましたので、特養の利用者の食事

は 4 日分までは整えて、冷蔵保存をしています。こんな感じで仕込みますね。防災計画があ

りましたけれども、普段の楽しい食事からまず生きることを重点的にやっていきました。入

居者、避難者共に、治療食、栄養補食、経管栄養、アレルギー食、ソフト食には対応しまし

た。弱者を優先していきます。アレルギー食も幼稚園とか、小学生、中学生で各 1 人ずつい

て、その方々にも対応しました。在宅の避難者や他の避難所へも食事提供を要求されると優

先的にあげました。 
危機のときに私の立場としては、とにかく食べないと命が継続しないよということと、1 人

の死者も出したくないという強い思いがありました。まず管理栄養士は 1 人しかいませんで

したから、まず毎日を乗り切るということをみんなに協力してもらいながらやっていました。

施設のほうはいつもの職員に任せて、あとは避難者とボランティアさん、支援の方、食べ物

のことがあると全部私に来るような、夜中でも何でもそういう状況でした。 
当日は 2 時 46 分に大津波が来まして、3 時くらいで人が 100 人くらいいたと思われます。

停電で断水になっていましたが、一応 5 時には炊き出しするからと、理事長のほうに言って

スタートしました。災害用のガスを持っていましたので、それに切り替えて、調理員は 4 人

いましたし、パートが 1 人いましたので、その 4 人と 1 人でこれくらいを作るという指示を

出していきました。あと被災者のほうは、列ではなくて 10 人グループで編成するように指示

して、まず今日の夜は 5 時からご飯を出して食べさせるし、あとお菓子とかペットボトルの

ジュース類は子どもたちもいましたので、高寿園に来たら安心するんだよということで放出

しました。全部均等に割り振るようなことをします。この段階で避難者が何人いるか、入り

口が 3 カ所あったので分からなかったんですが、10 人編成で何グループできるかというので

掌握しようと思ったらば、80 何グループもできてしまって、私もびっくりしたんですが、あ

るお米をほとんど使ってしまうような状況に陥ってしまいました。 
2 日目は、朝 6 時にミーティングして、7 時に朝食、3 時半からまだ停電なので、早めの夕

食ということにしました。朝食はあるものを全部出すので、青菜のおかゆとか梅干し、イチ

ゴ、リンゴ、フライ。クックチルでいろんな食事を冷蔵庫に入れていましたので、小さくて

もいいからいろんなものをとにかく出す。もう夜は米がなくなったので、粉を 15 キロぐらい

動員して、あるもの全てですいとんを作ることにしました。また、市内にある高田一中とい

う 1,200 人の大きな避難所から、おかゆがないとか、おじいさんとかおばあさんとか弱って

いる人が食べるものがないから助けてくれと言われたので、やると言って無理無理引き受け
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ました。とにかく死者を出さない、生き残った人を助ける、ということで、無理を承知でや

っていました。私のところに、30 人くらいヘルパーさんの居場所がなくなったので、応援に

入るということで、こういうことを指示していきました。あと豆腐とかは 3,000 箱、車から

降ろすだけで 3 時間かかったんです。水産品が 2 トン車でばんと来たり、肉も 30 キロとか、

10 キロの大きな塊でいただいて。スーパーが壊滅しているし、降ろす場所がないので、やっ

かいなものは全部こちらに来るというような状況で、それをしきっていくのが私の立場でし

た。 
10 人編成ではとんでもないので、この 2 日目から 30 人編成にして、リーダーしか厨房に

来られないようなシステムを作って、あと避難者も知り合いが多かったので、りんご剥き隊

だの、野菜切り隊だのと、すぐに動員しました。この時点で大体 880 人です。こういうこと

でスムーズに何とか運営していくために、指示は紙で出しましたし、あとはとにかく弱い人

を助けるということで、経管栄養とかターミナルの方もいらっしゃいましたけれども、基礎

代謝量に落とすのは普通の人、重篤な人はいつもどおりに対応するということをやり続けま

した。経管栄養もケアマネジャーが助けてくれと言った方には、3 名分例えば 2 週間分ずつ

あげて、水分も一緒にイオン飲料もあげたんですが、切れる頃に確認すると停電で吸引器が

使えなくて、3 人ともお亡くなりになっていたりしていて、施設では助けることができた方

が在宅では助けることができませんでした。あとはソフト食も通常どおりに行います。これ

も冷凍保存していたものをカードロガーといって、こういうふうな装置を目視できるもので、

二重の安全衛生管理していますので、ここでちゃんと見て、安全を確認しながら出すことが

できました。治療食についても先ほど言ったように、通常どおりにクックチルの物がそろっ

ていましたので対応できました。衛生対策については、使い捨てのものを相当在庫品でたま

たま持っていましたので、工夫してできたし、あと生ごみは極力出さない献立に変更して、

リンゴも皮はむかないで食べるとか、極力ごみを出さない献立に切り替えました。ただ、基

礎代謝量だけに変更した皆さん、廃用症候群になって、4 人部屋を 6 人ベッドにしたり、入

浴ができなくなって清拭にしたらば、褥瘡の発生がたくさん出て、これを全員分治すのには

すごく労力がまたさらに取られていって、週 1 回の褥瘡回診ドクターと一緒にやっていたの

に、全部私も動員されてというか、私もくっついて診ることになりまして、大体 24 カ月最大

の人はかかって、褥瘡の対応が終了するようなかたちになっていました。災害時は有事の際

のリスクマネジメントはいつものことなんですが、平時のことが出るということだけで、今

まで私も、阪神淡路とか、中越地震の栄養士さんの災害を乗り越えた動きをすごく勉強させ

ていただいたことが、経験的に役に立ったような気がしています。 
あとこれは、リスクと対策を書いていましたので、あとでご覧ください。水が届いたのも

確か 4 日後の夜だったし、自衛隊は 3 日で来ると DMAT とかで習っていたのですが、実際来

ていただいたのは 4 日後の夜だったので、勉強していたことと、いろいろ違いがあるなとい

うことが事実でした。電気は 5 日後につきましたので、昼の生活だけに切り替えたりする工

夫をしました。とにかく備蓄していてよかったし、あとはガスも使えるオール電化のシステ

ムにしていたんだけれども、ガスも使えるようにしていて、何とか乗り切れたなということ

です。ガスは大体 1 日計算すると 4 時間しか使えなくて、4 時間で 1,000 人分作るので、ど

 - 28 - 



うしてもおじやとか雑炊みたいな、戦時中の食べ物の勉強をしていてよかったなという感じ

でした。すいとんみたいな食べ物になってしまっても、かさ増しをするとか野菜も何グラム

以上入れるというのは守って、野菜、卵など、あるだけの在庫を全部どんどん消費していく

ということをやって、何とか悪化させないで、死者を出さないで乗り越えられたのはよかっ

たなという感じです。電気も結局 5 日間使えなかったので、それまでは手書きの指示書にし

ていましたが、電気が使えるようになったらすごく効率がよくなっていきました。 
私は大体 1 カ月ぐらい休みが全く取れない状況が続いていまして、それを見かねた友達や、

それを目撃した理学療法士が、ツイートで発信してくれて、栄養士会につなげる人がいて、

あとは高寿園が大変なことになっているというのを、業者さんもツイートで発見してくれて、

栄養士会の理事さんたちが支援に 1 週間来てくれました。あとは被災者のほうと切り離して、

避難所の被災者の皆さんの食べ物は自分たちで作るようにという打ち合わせを栄養士会にし

てもらって、1 週間かかって入居者の食事とやっと被災者食事が、1 カ月くらいたって分ける

ことができました。このときも栄養士会の協力をいろんなかたちで受けました。4 月までく

るとやっと仮設住宅への入居が始まるようになりましたので、数がどんどん減って、200 人

くらいになれば、避難者も炊き出しを 6 ブロックとか、考え方としては 30 人分を 6 回作る

んだよとかというような指導をしてもらって、早いところ自分たちでも自立してもらいたい

ということで、ここまでの間にガスの手配とか、器具の手配とか、鍋の手配をずっといろん

な人にお願いして、頭下げてやっていました。 
避難者もボランティアさんも一緒に作って協力するというシステムを作り上げてきました

ので、結構楽しくていろんな人たちが協力してくれて、大体こういう打ち合わせ関係はとに

かく食べ物は私というかたちになっていました。それで頂き物を利用しておかずを作るので、

こんなおしゃれなものも逆に作れたし、知り合いのシェフが駆けつけてくれて協力してくれ

たり、いろんな皆さんの力をいただきました。これは東京の大学生グループだったし、ひど

くて大変で泣いてばかりもいられないという中で、こういう喜びもたくさんありました。あ

とは 4 月 23 日には桜が咲いていますよ、と。みんな苦しくて嫌々避難所にいるかもしれない

けれども、外を見ると桜が咲いている

よということで、今日小早川先生と酔

仙という地元のお酒を造っている地元

の工場の話をしたんですが、これは工

場の跡地からお酒を拾ってきて、桜見

会ですね。桜が咲いているから、みんな

今日は一服しましょうと日曜日にぶつ

けて。被災者の人たちと共同して、拾っ

た提灯に、はっぴ、おつまみも。1 カ月

ぶりぐらいに酒飲んだよと喜ばせてあ

げたり、息抜きにしたり。中途半端な数

のものはバイキングにして、お楽しみ

バイキングというように、日曜日に花
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見を組んでみんなを開放してあげるという。いつものありきたりなものばかり食べさせない

で、酒も出すよ、避難所なんだけど、こういうことをやったりもしました。これで涙流しな

がらお酒飲まれた方を見ていて、こういうことは必要なことで、企画してよかったなという

ようなことです。こういうことをしたいよと言って、避難者の方とわりとコミュニケーショ

ンが取れていて、みんな、よしという感じで協力してもらえました。 
震災後の危機の想定は、今回は何とか乗り切れたけれども、職員体制も人員の不足も通信

手段も、次回はどういうことになるか分からないので、もっと厳しい想定をしようというこ

とも考えました。あと倉庫のほうはもう 2 カ所、防災用の倉庫を買ってもらって、水、あと

お鍋とかも全部。倉庫も 2 つで前よりも 50 人分増やして、だから 9 回分さらに多く増やし

て、倉庫の準備をして、これはあとで福祉避難所にも今度契約しましたので、そういった方

面でもさらに弱者がこちらのほうにいらっしゃることも想定して、取り組んでいます。今度

何かあったら、私もいないことも想定した内容を考えています。ですから献立も卵を出した

りフライを出したりは、今度は煮炊きをしないで、今度の場合は私がいないなら、レトルト

のおかゆと梅干しだけだよとか、すごく簡単な 9 回分だけの献立を考えてグレードダウンさ

せました。これは震災後の事業でミドルステイをさらに 20 人分受け入れていますし、仮設住

宅の居住者向けのサポート拠点を開設して、在宅給食を毎日、朝昼夜、30 食提供しています。

これはおかげさまで仮設住宅からの退去というか、復興団地のほうに皆さん移られてきて、

今は 1 食か 2 食に少なくなっています。福祉避難所は先ほども話題にしましたけれども、ま

だ弱い人が避難してくるというような契約をして、昨日打ち合わせがありました。 
これはだんだん平静に戻ってきて、鍋ができたりお茶会ができたりして、みんなの笑顔も

やっと戻ってきたというところです。震災後、人材の流出がたくさんありました。10 人が震

災で亡くなって、9 月までの 6 カ月の間に 23 人退職して、その後も職員の退職などが続いて

いて、すごく慢性的な人手不足で困っていました。ちょうど東京社会福祉士さんからのご支

援をいただいたり、訪問をいただいたり、定期訪問いただいて、どういうことで支援できる

かという打ち合わせがありましたので、人だということでお願いしました。新しい方が 20 人

も急に入られて、新人研修をしたんですが、その新人研修がとても好評で、やる気がみなぎ

ってきたりしたので、今度は中堅者の研修をお願いしよう、次は技術の古武術の介護方もお

願いしようとか、いい話題いいテーマを教えていただきました。ちょうど小林さんとかも打

ち合わせしていただいた内容なんですけれども、私たちができなくて毎日のことに疲弊して、

もう毎日大変だというような状況のときに、ちょうど東京社会福祉士さんから後方支援して

いただいて、私たちがやりたいんだけれどもできないとか、毎日流れ仕事になって仕事が回

らなくなっているようなときに、カンフル剤みたいにこういった研修を入れて刺激をしてい

ただいていました。これは 2011 年 7 月の新人研修で、他にできる人がいなかったので、管理

栄養士ですが私のほうが、基礎研修を実施するよとか、こういう理由付けで必要だよという

ことをやりました。あとはこういうふうに食事付けてみんなで打ち合わせする時間も、無理

無理作るんですけれども、とにかくやらないことには始まらないということで、打ち合わせ

をさせていただいていました。介護の仕事やりがいワークショップなどは、大塚先生に来て

いただいてワークショップみたいなことをやって、これから頑張るんだと、このぐらい笑顔
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とか、自覚が出てきたりして、とてもいい結果がでました。体に優しい介護の研修会もすご

くみんなのりのりで、特に若い男子はとてもやりがいになって、本当にいろいろな見方がで

きて、毎日が喜びにつながるという発見にもなった、いい研修会を提供していただきました。 
 何度も出てきますが、未曽有のとか想定外という言葉もこれからはありえないので、こん

なふうに私たちも何とか持ちこたえてやっているのは、皆さんとのつながりのおかげだと実

感しています。5 年たって、こんなふうに高田は変わってきています。たくさんのゴミが片付

けられて、あと高田の場合はほとんど街が被災していますので、平地が 12、5 メートルかさ

上げされています。山を削って全部が 12、5 メートル高くなります。この一番最後のボラン

ティアさんの写真は、遺骨の捜索をしているところです。今もできるところ、どぶとか側溝

とか、私も何回かやっていますが、ただ砂をふるうだけなんですが、骨を見つけようと思っ

てやっているんです。これはまだ継続しています。街全体が 12.5 メートル上がる街に変わり

ます。とにかく今を乗り越える、この毎日で一人でも多くの人を生かす、持ちこたえらせる

というのが私にできることだと思って、やっています。この辺はもう去年提供されましたが、

ベルトコンベアーで。こんな見たことのないような大きい車とか、街中でこういう状態です。

あとは、新しい企画で施設でも、サービス付き高齢者住宅を建てて、一人でも多くこの地域

にいてもらいたいというので、これも他職種共同で会議して、私も運営の委員になっていま

すので、さらにこれにも関わって計画を練っています。 
高田は 2 万 4,000 人の街だったんですが、2 万人切って 1 万 9,000 人ぐらいになってしま

っています。いろんなお金をかけられていますが、人はどんどん減り続けています。しかし

まず今自分ができることだけでもいいからやっていこうということで、あとは今思えば書い

ておくべきだったと思っていたんですが、地域医療を支える会、これも他職種共同で震災後

取り組んでいます。これはドクターとか歯科医、PT、OT、社会福祉士さん、もちろん管理栄

養士も入っていますが、あと介護職、これは市全体で取り組んでいて、月に 2 回ぐらい研修

をして、1 年目には減塩をテーマにして劇団もどきもやりました。去年は歯科衛生士さんた

ちで虫歯の勉強会をして、今年は転倒予防で PT と組んで劇をやったり、地域に出向いて講

話をしたり、これからの予定では薬剤師さんと一緒に薬の管理をやろうというので、結構忙

しい日程なんですが、とにかく顔の見られる他職種共同連携をやろうとしています。こんな

狭い地域の高田だからこそできることを私たちはやっていこうということで、70 施設ぐらい

集まって、100 人くらいの規模でいろいろな動きを打ち合わせして、先週は忘年会やったば

かりです。あと、これも小さい街だからできる、顔の見える関係作りをしていこうというこ

とです。あとはネットで未来かなえとか在宅ネットにも同時進行で取り組んでいます。お互

いの専門性が理解されると、もっと協力し合えることが多くなっていくし、職種だけでなく

て施設を超えて、私も管理栄養士はそれほど多くない職種ですから、全く違う施設から頼ま

れて PT から頼まれて、嚥下食の勉強会をしたり、ケアマネジャーに頼まれて在宅に出向い

たり、まずやれることをやっていくということで毎日取り組んでいます。 
 あのときから 5 年目で、始まりが 5 年たっただけで、全く毎日もがいているだけでさほど

のことはできていないんですが、とにかくやり続けるしかないということと、他職種連携と

いうとみんなも苦労していて、困難な壁にいつもぶち当たっているけれども、お互いこちら
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もひどいから頑張ろうねというようなかたちで、毎日取り組んで愚痴を言ったり。他職種で

は少し希望も見えていて、元気な高齢者を一人でも増やしていこうということで、高田の場

合は一本松クラブとか、男の料理、急に料理しなくてはいけなくなった立場の人とか、栄養

士の立場でもいっぱいやれることがあって、非常に 1 年間が忙しく過ぎ去っています。社会

福祉士会の皆さんのように、また手を差し伸べていただければ本当にありがたいですが、い

つまでも頼ってもいられないので、また忘れた頃にでもやっていただければすごく助かりま

す。おかげで何とかここまでやっていますが、もっともっとと欲張らないでやり続けようと

思っています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 
 
小林：菅原さんどうもありがとうございました。それでは、お話しいただいた先生方は前に

出ていただいて、各々お名前が書かれているところにおかけください。 
それでは今から約 50 分を全体討議ということで、進めさせていただきます。先ほども言い

ましたとおり、阪神淡路のときにも支援に一応行かせていただきましたし、今回も行かせて

いただいて、今いろんなお話を伺いながら、いろんなことを見て、本当に思い出しました。

ちょうどてんかんの薬を届けるということをやっているときに、テレビで見たあの学校の、

あの炊き出しの仕事に行きたいので仕事を辞めてきました、と言って、思いつめたような方

がいらっしゃっていて、それでボランティアセンターさんがいろいろ配置して、てんかん協

会のお薬のところに行きなさいと言ったら、これは私がやりたかったことではありませんと

か言って、次の日いなくなってしまった。そういうことも思い出しましたし、東日本のとき

には、私たちが前に出ていくのではなくて、なるべく現地で頑張っている専門職の人たちを

応援するということで、いろいろなニーズを聞いて、そのニーズに応えるかたちで支援をし

ようというのが、東京社会福祉士会の陸前高田支援になったのですが、今ご報告を見せてい

ただいてそれなりによかったなと思いました。ありがとうございました。 
それでは会場の皆さんのほうから今まで 4 人の方のお話聞かれて、ご質問とか、ご意見と

か、感想とか、ありましたらどうぞ手を挙げてお話しいただけるとありがたいです。 
 
 

 質疑応答  

高野：日本社会分析学会の高野と申しま

す。社会学を中心とした学会です。所属

は九州大学です。 
今日実は日本社会分析学会は北九州

で例会を開いておりますけれども、正直

言うとこちらに来るか迷いましたが、こ

ちらに伺い、勉強させていただいて、大

変貴重な経験をさせていただきました。

ありがとうございました。社会分析学会と申しますのは、中国地方から四国、九州が大体の
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範囲でして、熊本の震災を受けましていろんなことを考えていかないといけないというふう

なことを団体としても取り組もうとしております。ですが、私たちはいわゆる専門職といい

ますか、専門職的なスキルと結びついているわけではなくて、社会調査をしたり、家族がど

う動いていくのかというところから見る、社会学的な見方をしますので、先生方のお話に対

して、少しとんちんかんなことを言うのかもしれませんけれども、幾つか教えていただきた

いなと思って、お聞きしたいと思います。 
学会の研究会等でも今回熊本の地震で議論になりましたのは、熊本は熊本市という 70 万か

らの政令市から、阿蘇に至る過疎地の、集落が消滅するのではないかといったところまで、

非常に広域の災害でして、街の復興のスピードと阿蘇のほうの復興のスピードの少しずれと

か、先生方のお話の中にもありましたけれども、同じ災害を受けた人たちの中でも、かなり

温度差というか、いろんなものが広がってくるという状況がありました。お話の中にありま

したけれども、全体状況を住民こそが分かっていなくて外から来た人のほうがむしろ分かっ

ていて、状況を住民の方たちがきちんと把握することの難しさというものが突きつけられた

ような災害だったかと思っております。中でも農山村でいろいろな災害が起こっていったと

きに、例えば東北の震災等でも仙台から様々な地方都市、過疎地まで広がっているわけです

けれども、農山村で災害が起こるというときに、住民は高齢化していて、非常に弱い状況に

ある方たちが被災していくわけなんですけれども、そういうときに課題として専門職の連携

等の中で、大事な点といいますか、ポイントとなる点があれば教えていただきたいなという

のが 1 点です。これは漠然とした質問で申し訳ないですけれども、残りの 2 つは具体的な話

なんですが、皆さんの結論の中で警察と取り組んだ先生のお話もありましたけれども、普段

からの取り組みがとても大事だと言われました。恐らく職種ごとに普段からの取り組みの姿

はあるんでしょうけれども、住民の立場から見ると普段の立場を一番おさえているのは行政

ではないかと思います。今回行政の立場であるということであれば、もしかすると奥田先生

に伺うべきなのかもしれませんけれども、普段からの連携を支える主体となるのは、やはり

行政なのか何なのかと。もしそれが行政であるとするならば、はたして数々の災害を経て行

政は普段からの連携を支えるような主体として、展開している動きというものがあるのかど

うかというのが教えていただきたい 1 点です。 
もう一つは、例えば社会福祉協議会の連携ができたというお話があったかと思いますけれ

ども、連携の対象として、住民組織などは想定されているのかどうか。住民組織というのは、

非常に結束の高いところもあれば弱いところもあって、多様な水準にあるんだろうと思うん

ですね。そこをつなぐというところで、社会福祉協議会は住民組織と専門的な立場をつなぐ

ところで大きな役割を持っているんではないかと思うんですけれども、実際社協というのは

どんな役割をこの中で果たしてきたのかというところを、教えていただくとありがたいなと

思いました。長くなりましたけれども以上です。 
 

小林：ありがとうございました。1 番は誰先生に？ 
 
高野：恐らく神戸でもいろんな都市部の中のあれもあるんでしょうですから、もし教えてい
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ただければ。 
 
小林：お願いします。1 番 2 番ですね。 
 
奥田：ご質問ありがとうございました。まず 1 点目が農山村の住民への支援についてです。

先生もご指摘のとおり、都市と違って農山村では、少子高齢化が一層強く自助・共助力は低

いことが危惧されます。ただ実際は、過去の新潟中越地震時の市町村、東日本大震災の東北

の地域、阪神大震災の淡路島の山村地域等の農山村では、保健の視点から言わせていただく

と、都市部よりもこれらの地域のほうが、お互いの助け合い、コミュニティ、ふれあいが強

く、古きよき日本の文化の中で、災害後も住民同士の創意工夫や共助が発揮されています。

たとえば、直後の大変な環境の避難所でも、泣いている子どもがいても、子どもの存在自体

で殺伐とした避難生活が癒されるんだとか、あるいは男性の方が住居の片付けなどの力仕事

で頑張っていただく分、女性が率先して炊き出しを頑張りますよとかいったものです。それ

がお互いのつながりがないような都市部では、数に限りがある物資だとけんかになるから配

れないという現象も多くみられます。そういう意味ではコミュニティとかエリアの特性がど

うかという点が重要。単に高齢化とか人数が少ないということがマイナスになるとは言えな

いと思います。ただ長期的、復興期には、より高齢化が加速し、地域のサービスが追い付か

ない現象が生じ得ることはありますので、そこを福祉、行政の政策ということで、介入して

いかなければいけない問題は出てくる。少なくとも災害直後の支援のあり方ということでは、

人口の多少よりも、その地域にコミュニティ、住民間のつながりがあるかどうかが支援のあ

り方にも影響します。 
2 点目の平時の取り組みについては、連携の主体は誰かというところなんですけれども、

支援する側の主体というところは、自治体に責任があるという区分では自治体になるのかも

しれません。ただ主体、主役は誰なのかといったら、地域の住民だと思います。でも連携を

支えるとか、サポートする仕組みを普段から考えて連携を強化することは行政としてはやる

べきだと思いますし、その動きとして今何があるかといいますと、例えば今は防災の制度が

このたびの東日本大震災で一部見直されて、内閣府が他機関のところと連携を取っている。

保健は保健、福祉は福祉、社会福祉は社会福祉と、各々の所管課で縦割りでやってきたもの

の、弊害というものがあったので、中央省庁においても内閣府で集約をされて、そこで政策

を考えていく。ただ、それぞれの地域レベルでは危機管理部門においても、女性の視点を入

れたほうがいいのではということが言われています。今までは防災の職員は男性が主体だっ

たんです。24 時間直後に行けるとか、防災服着て土のうを積めるとか、そういうこともある

ので男性が中心だったんですが、女性特有のニーズへの対応の在り方が問題になりましたの

で、女性の職員を配置するという動きにはなってきています。さらに行政だけではなく、地

域の婦人会の方とか、関連する NPO の方と防災の職員が連携をして、地域で普段からできる

ことはないか、災害時に行政の限界を補えるような組織ができないかという、地域の組織を

支えるとか育てるとかということに助成金を活用し取り組みに力を注いでいる自治体も、一

部ではあります。災害が頻発化していますので、自治体全体の空気とすると、10 年 20 年前
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よりも自治体の防災職員の教育の強化や、女性職員を配置するなど、かなり取り組んでいる

ようにはなってきたかなと思います。 
それと保健医療福祉の行政の中の縦割りの問題については、今皆さんの専門の部分で近い

ところでいうと、地域包括ケアシステムというのがこれか

らの高齢社会を支えるために医療保健福祉、それから在宅

の地域の住民等が支え合うような仕組みができるような会

議等をもっていて、地域のそういった仕組み作りを変えて

いこうという動きが出ているかと思います。地域包括ケア

システムというときには高齢者を中心に地域で支える仕組

みの検討がすすんでいます。このように高齢者を中心に体

制下されたシステムであれば、障がい者も支えられるし、

子どもさんも支えられるという地域になるはずです。地域

包括ケアシステムに集まるメンバーは同じ医師の先生だっ

たり、訪看さんだったり、ケアヘルパーさんだったりするわけなので、そこのつながりの中

で普段のことを考え、いざというときにつながるということは、期待できるかなとは思って

います。 
あと社協の役割については、多くの社協ではボランティアの受け入れと調整を担っていた

だいていることが多いです。ただ現実的には、多くの業務と支援者の殺到で、社協も混乱が

生じます。社協の方が専門職のことは分からないために、医師や看護師の個別ボランティア

をすべて、保健所などへつなぐ傾向があります。結果、個別レベルのボランティアのマネジ

メントもそれぞれの現場に任されるために調整にオーバーフローすることも実態としてあり

ます。社協のマネジメントのあり方も検討がなされていて、研修とかマニュアルの見直しは

苦労していただいていると思います。でも一番大事なのは、そこと受け皿になるところの連

携が、まだまだ足りないかなというふうには感じています。 
 
高野：ありがとうございます。 
 
小林：ありがとうございます。他にどなたか。 
 
麓 ：私は麓と申します。今はリタイアして、入間市役所とか埼玉県の市役所で生活支援の

嘱託をやって、早稲田大学で障害者福祉論を 5 年持っています。その関係で災害弱者と言わ

れるような人たち、とりわけ障害を持つ人たちのこととかに関心があって、東日本大震災は

7 回支援に行って、あとは熊本にも行きました。福祉避難所の話が出てきましたけれども、今

回熊本でもそうですが、福祉避難所があまり機能していなかったというところがあって、そ

こを考えて見れば分かるのですが、地元の施設に何人か入れるケースですと、地元の施設で

職員が被災者であったり、職員が足りないところへ、ただでさえ常に入っている人プラスア

ルファで 10 人 20 人入れるのです。そうするとそれで手いっぱいで、対象者は 1,000 何人と

いるのに、入れる枠は 100 何人ぐらいしかいなかったりするのですよね。それなのにマスコ

 - 35 - 



ミが、機能していない、機能していないとか、いろんなかたちで言うのです。そういうとこ

ろで何をしたらいい、どういうことが足りないのだろうとかいろいろ調べに行って、話を聞

いてきました。障害者の支援センターを立ち上げていろいろやっている、熊本学園大学の東

先生という方が言うには、福祉避難所という考え方にそもそも限界がある。限界があるとこ

ろに、災害弱者は福祉避難所に行けばいいとみんなが期待しているが、実際にそういう人は

地震とか大きい災害があったらまず移動できないし、迎えに来てもくれないわけです。自分

からまたどこか地元の近い避難所に逃げて、そこにいられないから遠くへ行けるかといった

らまず行けないわけです。行けない中で、結局一般の避難所の中でそういう人たちが過ごさ

なければいけない状況があって、そこでは車いすの人の動けない状況だとか、透析の人がど

うのこうのとか、薬がない人はどうのこうのとか、いろんな状況が生まれるわけです。そこ

をどう専門職が連携して、支えていけばいいか、最初からそういう発想にもっていかないと、

福祉避難所に行けばいいという発想が強すぎてしまうと、全体がうまくいかないのではない

かということを、東先生が言っていました。理想としては一般の避難所で、障害者もお年寄

りもいろんな病気を持っている方たちも、そこで支えられる体制をいかに作っていくかとい

うことが課題なんじゃないか、私たちは障害者分野のことをやるしかないが、そういうとこ

ろの連携が全然できていないんだよねということを言われていました。 
私は社会福祉士を教育する側にいるので、社会福祉士の役割は何かということも考えてき

たのです。実際に現場に行ってしまうと、私が東日本大震災に支援に行ったときもそうです

が、大体そこで中心にいるのは、保健師さんであったり、看護師さんなのです。やはり個々

のいろんな避難所とか仮設住宅も、いろんな患者のこととかケースのこともつかんでいるし、

地元の病院のことも専門職との連携も分かっている。あなたはあそこの仮設住宅見回りして

とか言われ、指示されるままに動いただけというのがあるのですが、社会福祉士の役割とい

うのがあまり被災地に行ったときに見えてこないのです。どうしても中心にいる人が、社会

福祉士もソーシャルワーカーの中でいろいろ言われていることが、全然生かされていないと

いうか、生かされるすべがないというか。そこで何をしたらいいのか、所属している埼玉県

の社会福祉士会でもいろいろ問題提起をしていますが、なかなかいい答えが返ってこない。

埼玉県では埼玉県で被災者の受け入れ等、実際にしてきましたけれども、実際に現地に行っ

たときのこういう問題について全然自分たちで答えが出せない状況なのです。 
ここに今日来ていろいろ貴重な話を聞かせていただいて、本当に勉強になったのですが、

社会福祉士に期待するものというか、実際の現場で災害の現場で期待するものとしてどうい

うものがあるのか、具体的に話していただきたいし、連携のときにどういう役割を果たした

らいいかということも、何か示唆を頂ければありがたいなと思っています。 
 

小林：現場の気持ちを菅原さんで、社会福祉士のあり方というのを笹岡先生にお願いします。 
 
菅原：先ほど私たちは陸前高田のほうに来ていただいた社会福祉士会の応援は、ああいうか

たちで、何ができるのかなという話でしたが、すごくいろんな面で心の支えになったり、あ

とは人をつなげる能力がすごく高い集団なので、こうやったらいいんじゃないか、ああやっ
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たらいいんじゃないとか、こことここを結ぶといいね、みたいなアドバイスをいただいたり

して、力になっていました。私たちは介護施設だったので、社会福祉士の資格もお持ちだけ

れども、介護福祉士とかケアマネジャーの資格をお持ちの方が、講師をしてくださって、技

術的な面とか心構えとか、社会での役割みたいなのを、すごく大どころの高い理念みたいな

のも勉強させていただいてよかったと思います。ありがとうございました。 
 
麓 ：高寿園は丘の上にある施設ですよね。 
 
菅原：そうです。 
 
麓 ：あそこに物資を運びました。 
 
菅原：ありがとうございました。その節は大変お世話になりました。本当におかげさまで。

たくさんの社会福祉士の方に来ていただいたときに、むしろ職員の心のケアも含めてのご支

援というのかな。社会福祉士の方はそういった心理も勉強されているので、とてもやんわり

と理想に近いものを導き出すような手法をやってくれたり、ワークショップみたいな他職種

での連携のところの気付きも、ご指導していただいたと思います。ありがとうございました。 
 
笹岡：社会福祉士というか、ソーシャルワーカーは先ほどおっしゃっていただいたように、

対象がすごく広いですよね。胎児から遺族の支援までというように対象がすごく広いことと、

そしてその広い対象の方々への社会資源、制度を知っている人はソーシャルワーカーしかい

ないのではないかと思うほどです。 
 災害時には様々な制度の適用を検討します。いろいろな場に応じて、その人を資源に結び

付ける力を持った人がいる必要があります。被災地の現場ではそういう役割もすごく重要だ

し、そして先ほども申し上げましたけれども、現場でソーシャルワーカーは、それほど多人

数いるわけではありません。マイノリティですよね。特に医療のソーシャルワーカーはすご

くマイノリティです。いろいろな人たちをつなぐというのが、常の業務であるわけですから、

そういうことに長けている人たちというのは現場に置くと、それなりに非常にうまく機能し

ていくと思います。けれども、残念ながら福祉のほうで派遣という体制にはなっていない。

今後は、福祉支援というかたちで、団結をして被災地に派遣するシステムを作り、きちんと

災害救助法に位置づけえ知多抱く必要がると考えるわけです。そういうかたちの制度で行く

ようになると、スキルも目に見えるかたちで提供できるし、そしてまた切磋琢磨することで

自分たちのスキルも上がっていくのではないかと思います。ただ、訓練されていないという

か、集団としての力がどうというのは、おっしゃるように少し懸念はあります。全体として

私たちの福祉の関係する集団の災害における力を、どの程度自分たちが持っているのか、と

いうスケールがないことと、そしてバックとなる法律の支援もないわけです。さらに、実際

にお互いへの共通用語というか、アセスメントの共通用語みたいなものもきちんと定着させ

ていかないと、チームを組んだときに救機能できるかが難しいのではないかなという課題は
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あると思います。不躾ですが、ソーシャルワーカーはすごく役に立ちましたよね、先生。 
 
小早川：間違いありません。 
 
麓 ：いいでしょうか。 
 
小林：どうぞ。 
 
麓 ：社会福祉士会もそうなのですが、派遣するときは 1 週間とか 2 週間単位で交代してい

ます。保健師さんから聞いたら 3 カ月いるとか、私は名古屋市から半年の派遣で来ましたと

かそういうかたちで来ていて、長くいないと地域のことが見えてこないとか、あるいはやっ

と見えてきたなと思ったら、次の人に交代するというようなことがあって。仕組みとしてソ

ーシャルワーカーを派遣するというところがまず弱いのかなというのをまず感じました。実

際にある程度自分が見えてきて、何か自分から関われるものがあるなと思えたときに、地元

の人たちが、やはりこれは先ほど言ったように、いろいろ疲れてくる時期とか、フェーズフ

ェーズによっていろいろな課題を抱えていますが、今度はその課題と、自分が見えてきたこ

とがうまく合わなかったり、合わせるのが難しいというのがありますね。こちらが言い過ぎ

てはいけないなとか、向こうの人はそういうところで分かり切ってやっているのでしょうが、

なかなかできていないところがある程度見えてきてしまうと、そこの調整をどうしていくか

とか、そのように悶々としている間に次の交代時期になってくるということがあり、その辺

をどうすればいいのかと思います。 
 
笹岡：現地責任者は必ず何か月かは、配置するようにしています。ただ何カ月もいると精神

が疲弊しますので、3～4 チームでヘッドが 3 人で、2 人 2 人にして 1 週間 2 週間交代で活動

するのが良いのではないかと今考えています。やはり同じ顔がいないと指示命令系統が混乱

するのではないかと思うからです。同じ顔の人からの指示でないと動きにくいですね。活動

が長引くときは、現地責任者の複数のチームが張りつく必要があります。 
 今回私たちが行った石巻に関しても、最初に 5 年は必ずいま

すと申し上げました。5 年いないと阪神淡路の時にも最後に取

り残される方々への支援が充分ではなかった経験から、5 年い

るとかこの場所に必ずいるんだという保証を最初にしないと、

どこに頼んでいいのか分からないというところがあるのじゃ

ないかなと思います。それを最初に言ったことがいいかどうか

は分からりませんが同じ顔がずっといるということの重要性

はすごくあるのではないかと思います。 
 
小早川：福祉避難所についてなんですけれども、常総の経験と熊本の経験をお話しします。

常総市のほうは、少し時間がたってから、常総市の保健師さんに、1 人福祉避難所に入れたほ
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うがいいと思うんだけれども、動かない住民がいるから先生説得してください、ということ

で呼ばれて、あすなろの里さんという、一番最後まで、12 月まで残った避難所に行ってみた

んです。そこは 8 畳間ぐらいに 2 世帯の人がいて、入ったほうがいいと言われている方は、

慢性呼吸疾患があり、舌がんを少し前にされていて脳梗塞後という方で、奥さんが非常によ

く面倒を見られていました。奥には 1 人独居の方がいまして、そこと関係性があると。広さ

的にも 3 人で 8 畳あったら概ねいいなと。しかも畳で暖かい部屋だし、関係性も非常にいい。

一方で福祉避難所に行くと、いわゆる段ボールベッドで、それらしい感じにはなっているん

ですが、はたしてこの人たちを説得してまで、そこに入れる必要性を全く感じられなかった

んです。 
東日本大震災で 2 つだけ問題かなと思うのは、避難所アセスメントブームと僕は言ってい

ますけれども、石巻で避難所アセスメントが非常によかったということで、この 5 年間いろ

いろなシートが開発されたり、ブームになったんですね。熊本で何が起こったかというと、

みんなアセスメントをしたがるけれども、アセスメントをしたあとの分析とそのあとのレス

ポンスが全くないというのが熊本地震でした。全くないとまでは言わないんですけれども、

逆に言うと、僕らはレスポンスするためにアセスメントをしているはずなので、アセスメン

トだけで終わってしまったということと、福祉避難所という名前がぼーんと出たので、障害

者や弱者は福祉避難所に入れさえすればいい、これもかなり究極的な言葉遣いなんですが、

入れればいいんだよ。つまり思考停止状態になってしまっているというのが、1 つ常総で感

じました。 
先生が言われるとおり、熊本地震のとき、僕は東京で最初働いて、19 日の朝に熊本県庁に

入って、そのあと熊本市に 1 週間いました。熊本市ではあまり福祉避難者が出なくて、4 月

27 日に県庁から益城町に行くように言われたときには、避難所の過密状態がとんでもないか

ら、高齢者を中心に温泉地に運んでくださいというオペレーションで、僕は益城役場にそれ

から 1 カ月入っていたんです。そのときに福祉避難所は事前の指定が 5 カ所でしたが、3 カ

所はもうライフラインが駄目で、福祉避難所として使えないというのと、近所の住民がかな

り避難して来て使えないということで、これは福知山線脱線事故のときにも、レベルは違う

んですけれども同じ現象が起こりました。要は住民たちが、そこが福祉避難所か緊急避難場

所か避難所か、ということが全く分からないんですね。ですから、近くのとにかく安全性が

高そうなところに逃げる。つまり病院とか公民館とか施設とかは強そうだから逃げるという

行動になるので、当然、当初行政が描いたような行動というのは多分ほとんど取られず、福

知山線脱線事故のときも、我々は災害拠点病院とか整備していますけれども、近隣の空いて

いそうな病院に重症軽症構わずみんな行くわけです。ですので、自然発生的に動く住民の動

きというのが結構ありますので、福祉避難所とあらかじめ決めていても、そこを以降も福祉

避難所として使うのは難しいということが益城ではありました。逆に言うと、近所にあった

サービス付き高齢者住宅の人が、善意でそういった方を受け入れているのも発見したので、

事後にそこを福祉避難所として指定したり、というようなことで対応をしました。実際には

益城の住民が熊本に逃げて、熊本市の老健●を、益城の福祉避難所として事後に指定したとい

うことがありますので、事前に指定してここは福祉避難所である、ということを周知してお
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くのは大事ですが、我々のオペレーターとしては、障害者を福祉避難所に入れさえすればい

いということではないんで、●することと、あと指定外のところにもそういった人がいるとい

うことです。 
 それと、益城で実は県の意向で、高齢者等の本人と家族 1 名だけを選んで、過密の避難所

から遠隔地の温泉地に、つまりそこを福祉避難所として使えることになったので、移す人達

を選んでくださいと言われて、僕らはハピネスという

保健福祉センターの中の●の聞き取りというのを 4 人

でしたんです。そのとき僕は 27 人の住民と話をしま

したけれども、皆さん行かれませんでした。理由は、

そんな遠い温泉地には行けない。あと介護自体が家族

みんなでやっているから、1 人だけのサポーターを連

れてはいけない。あと、ここを離れたら情報が入らな

いんじゃないかとか、あとは家族の仕事の問題とかも

ありましたので、ほとんど行かなかったです。結局 1
日だけでも温泉行けますよということに切り替えて、

リフレッシュ避難ということで 500 人くらいが温泉地に行きました。僕らも一緒にツアーコ

ンダクターとしてやっていたんですけれども、思ったとおりには動かないですね。あと思考

停止、それに気を付けなければいけないというのはすごくあります。逆に先ほどの奥田先生

の、高齢者だけ仮設に入れたらそこが高齢化の高いところになるというのがありましたけれ

ども、福祉避難所にするとサービスを集約できるという点からの、マネジメントの点では楽

になるんですが、住民からすると、通常のコミュニティーを分断する作業なので、少し時間

がたつと、足かせにはなるんではないかなと思います。窮屈というのもあります。 
 
小林：それでは、次の方どうぞ。 
 
丹波：福島大学の丹波と申します。福島で 5 年数カ月になりました。京都の頃からのを想定

しながら、聞いていたのですが、先ほどの質問にもかかわりますが、災害直後は医療関係者、

それから保健師の方々、その人たちの力が大きいなというふうに思います。僕も双葉郡、浪

江、富岡、大船、河内、それから南相馬とか幾つかの地区に関わって、復興計画をやって。

元々福島専門でやっているのですが、ほとんど福島のことをやらずに復興計画作りをやって

きたので、緊急期よりも、生活再建の今の時期のほうが、福祉の領域の人たちが本当に力を

発揮しなければいけないにもかかわらず、そこのフェーズで力を発揮できていません。正直

なところ、福島の福祉の専門職は通常業務の範囲の外で、ボランティアでほぼやっています。

災害救助法というけれども、まさにそこをしないと、福祉の専門職は災害時に力を発揮でき

ないし、正直現場では福祉の専門職は役に立たないと思われてしまう。そこの問題は結構大

きいなというふうに思います。冒頭、災害のことについて話がありましたけれども、これだ

け災害列島と言われる日本で災害が続いているにもかかわらず、福祉の領域のなかで災害時

の教育というのを本当にしているかというと、僕も反省はありますけれども、できていない
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です。そういう意味でソーシャルワーカーと言われている人たちがどういう役割を災害時に

発揮するか、きちんと業界団体とか協議会等で議論しないと、正直難しいのではないかと僕

自身、思っています。 
 
小早川：僕らからすると、ソーシャルワーカーさん、つなぐ、という漠然としたのは分かる

んですけれども、つなぐというのを具体的になんというか、なかなか分からない人もいる。

僕が救急の医者をやっていたときは、ソーシャルワーカーさんというと、虐待児を見つけた

ときとか、児相につないでくれる人という。それも一部の機能でしかないんですけれども、

日常見えている姿でしか●なので、日常のソーシャルワーカーの病院の中、外での姿の出し方

というのが重要かなと思います。要は、普段付き合っている人としか災害時には仕事ができ

ないので。 
 
丹波：あと、それぞれの機関、病院も含めて、施設も含めてですが、そこに専門職が張り付

いてしまっているので、福祉の専門職と言われている人たち自身、自由な動きが正直できな

いですね。社協が力を発揮できるかというと、ボランティアセンターを開設するだけで。南

相馬では社協職員が避難してしまったので、ボランティアがボランティアセンターを立ち上

げたため、はっきり機能しないです。そういう意味で言うと、それは福島の特殊な事情もあ

りますが、本当に先ほど言った、困難なケースに対応するということだけでいいのかどうか

も考えないといけないと思っています。災害時の大きな問題として住居の問題があると思い

ます。職業の問題もあると思います。そういった問題はほとんど福祉の領域には関わってい

るわけではないです。避難所から仮設へ行って復興住宅という、このルートだけで本当にい

いのかどうか、生活再建の姿すらも我々自身に議論できていない気がするので、そもそも仮

設でいいのかを含めてですが、そういう本質的な議論が福祉の領域の中から、あるいは管理

者のほうから提起されていないなというのが、歯がゆい思いがしました。感想程度かもしれ

ないですけれども。 
 
小早川：フェーズごとの優先順位というか、DMAT だと、例えば急性期にどーんと行ったら

まずは行政の本部機能支援というのが、僕らのマネジメントの中で最大優先事項なんですね。

その次に二次医療●にある災害拠点病院を拠点化するというのが優先で、それができて初めて

一般病院のフォローアップ、そして老健施設、その次が避難所なんです。逆に言うと一般の

会員には、これができるまではそれ以外のことはやるな、ぐらいのことでやっていくので、

ソーシャルワークのなかでそれぞれのフェーズに、この時期はこれが第一優先ということが、

災害によって違う部分と共通する部分があると思うので、その辺の整理というのが業界の中

であると、いいのかなというのは少し思います。 
 
丹波：ありがとうございます。 
 
小林：お医者さんは仕事が明確です。社会福祉士の仕事というか、多分、その地域のことは
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そこの方がよく分かっている。そこの職員とかそういう人たちではないと、突然東京から行

ったスタッフができるかといったら、できないと思ったりします。福祉のことは、地域色が

福祉事務所にしても何にしても多いので、その中において社会福祉士が資格を取っています

が、なかなか外からの支援で入っていくのは難しいなと思ったりします。 
25 分までなのであと 10 分ですが、もう他にご意見とかご質問とか、何か一言言っておこ

うみたいな方はいらっしゃらないですか。それでは、またお一人お一人に今回災害時の支援

の、外から行く支援者と、迎える、あと今度東京、高知とかまた他のところもいっぱい災害

が起きる可能性はすごくあるわけで、静岡もいつかいつかと思ったりしている状態ですので、

そういう意味で今度自分たちがその現地になる可能性もあってということで、迎える側も行

く側も含めて、改めて連携のあり方についてお話しください。小早川先生には連携事業の目

的を先ほどお話していただいたのですが、その連携のあり方とかそういうことをお一人お一

人もう一度、こういうのがいいんじゃないかとか、皆さんの研究の中でいろいろとお考えに

なっていることをお話しいただくというのでよろしいでしょうか。最後のまとめという感じ

で、一言ずつ、もう一度お話しいただければと思います。どちらからいこう？今度東京で災

害が起きたら、菅原さんは東京に行くのかという話でお願いします。 
 

菅原：頑張ります。本当に全国どこでも誰でも、被災者になってしまうような状況になって

いるけれども、実を言うと私も被災者で、家も無くしてたりとかですけれども、特に食べ物

のことをやっていたので、抜けられなくなったんですね。食に関しては、もう 2 段階ぐらい

食の DMAT のほうでも、現場でやるみたいなことを勉強会に行くとやるんですが、本当は少

し離れたところで作ったものだけ運んでもらえれば、現地でこんなに被災者も職員もこれほ

ど労力とか重い負担がかからないで済んでいたんじゃないかなと今更感じることが多いです。

例えば自衛隊とか、市とか、いろいろな関係団体、ロータリークラブ、ライオンズ、民間団

体さんにも、大きい鍋をくださいとか、欲しいのはこれですこれですと言ったんですけれど

も、自衛隊から届いたのは 8 月で、避難所が終わってからいただいたり。本当を言うと隣の

被災していない街に行けば、公民館の炊き出しのとかあったはずなんだけれども、避難所に

なってはいるし。そのときの責任で頑張ってやっていたけれども、これがもしツーステップ

ぐらい遠くのところでやってもらって、みんなが食べるだけの人だったら相当楽だったなと

か思います。大手の流通の被災していないところの食品工

場とか、食に関してはもっといろんなやり方があって、直

接物資をたくさんいただくのも本当にありがたいので、無

駄なく皆さんに届けるという思いが強かったけれども、こ

こに来る前の前々段階で管理栄養士がいたり、トレーニン

グした人がいれば、こんなに住民の人も苦労しなくてよか

ったのかなとか。いろいろなシステムというか組織のあり

方とか、専門職だから頑張ろうというのだけではない見直

しは、いろいろなところで必要なような気がしています。

一人一人の想いだけで今回は持ちこたえられたけれども、
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何とかやり終わっているけれども、職員の中では仕事できなくなって、病院に入っている人

も実際いたりして、考えているよりも深い傷になっている人も何人かいて、何とかこういう

目にみんなが合わないようなやり方を、もう少し考えてもらえる機会になってもいいのかな

と思います。社会福祉士さんの立場は全体を見まわせる立場であったり、職種をつなげたり

できるので、欠陥があるところをうまくながしていくとか、行政との役割であったり、まだ

まだいっぱい期待してしまうことが多いと思います。すみません。 
 
小林：いいえ、ありがとうございます。 
 
奥田：ケースワーカーとしてせっかく被災地に行っていただいたのに、その専門性を活かす

ことができないことがあった点についてです。いろいろな職種の方に専門性を発揮していた

だいて、なおかつ地域のニーズに応えていただくためには、受ける側の自治体の保健師の立

場で言わせていただくと、個々の支援者の専門性を活かす配慮に基づいたマネジメントは非

常に困難となるのも事実です。1 人で来られる支援者に対して、そこを考慮して仕事を合わ

せるとか、長期的な中で計画的にプランニングするとかが難しく、そうなってくると連携と

か受け入れ、受援者側で言うと、組織的に来ていただける、継続性があるという保証がない

と、住民へのサービスの質の確保と保証のためにも制限せざるをえない実情も生じます。 
社会福祉士さんの方もこれだけ意識を持っていただいたり、これからスキルとして検討し

ていくことがあると言っていただいている点を今後に大いに期待します。自治体間の専門職

支援においても、経験、教訓の検討から、受援と支援のあり方の検討が繰り返されてきまし

た。短期間あるいは一過性の支援者の受け入れは、受援側では、オリエンテーションの繰り

返しに時間と労力の多くを割かれ、課題解決へ進むことができない事態が生じることがあり

ます。その問題に気付いた県外の自治体の方が、引継ぎを自分たちの中でやろうと。物理的

には人が変わるんだけれども、同じ自治体が同じ自治体へ継続的に支援に入って、支援者の

チーム間で引き継ぎをしていく。人が変わっても同じ仕事をやっているような、専門性を維

持しようという仕組みができるように整備が進んできています。社会福祉という問題は福祉

の専門性は地域の課題、個人の課題を一瞬で解決して帰れるということは困難な責務だと思

いますので、そういうスキームを整えていただいていると、もっと SOS を発信できますし、

地域の住民にも確実に専門職へつなげられると思います。ですので、ぜひそういったところ

を、これから整えていただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 
 

小早川：僕のほうは救急の医者なので、被災地に行って、捕まえて相手が嫌がってもやらな

ければいけないことと、少し待てることに分かれると思うんです。例えば水没している病院

だったら、そこの院長先生にこのままだと●できないから、避難したほうがいいですよと交渉

するのは、超プッシュ的にいかなければいけないことかなと。ある程度時期が来ると、オン

デマンドで少し●型の支援もいいと思うんですが。今専門職の人たちが、先ほどボランティア

ハイということで、ボランティアのハイ状態の話もありましたけれども、かなり自分の専門

性を振りかざして被災地に来るということもありますので、その辺それぞれの専門性の中で、
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これは相手が嫌がっても絶対やったほうがいいことと、少しこれは待って状況を見ても間に

合うんだということを区別して支援に入ることが大事かと思います。 
病院避難でいくと、東日本のときには BMAT が帰ったあとに患者さんを避難させないとい

けない病院が結構ありましたので、研修の中にこの 5 年病院避難を入れてやっていたんです

ね。そうしたら BMAT 隊員がいろいろな病院に行って、病院避難したほうがいいですよとい

うことをして、実際必要があって言っているわけですけれども、いい仕事をしたと帰るわけ

ですね。熊本では 13 件ぐらい病院避難していますけれども、避難された病院は、今度は売り

上げが下がる問題ですね。今まで 1 億売り上げがあったところが、数百万になったりする。

そういうことを知って超プッシュ型の部分も加味しながら、交渉しないといけないですね。

僕らはどちらかというと全体をマネジメントするほうなんで、今も熊本へ行って被災病院の

協議会をやって、被災病院をどうするかという再建のところまで一緒にやっていくんですが、

その辺りのところは救命の観点から避難したほうがいいけれども、だけれどもね、というと

ころがあるので、日常の医療と一緒で、一番は相手のことを思ってやるということが大事か

なと。まとまりがないんですけれども。 
 
笹岡：外部支援でよかったというのは、例えば石巻で声の大きい大阪弁ばりばりの現地責任

者がいたのですが、彼女が「大阪でばりばりだから逆にあなたにだから話せるんだよ。地域

の人には話せないけれども、あなたには話せるということがすごくある。」といわれました。

この時は発災後 3 年経過していました。発災直後には外部の人がやれることは沢山あると思

います。 
現地の人しか分からないことももちろんたくさん多いので、その人たちのサポートに入る

という姿勢は誰しも持つべきで、そこを、私は役に立ちたい、そのために来たということが

出てくると、それなら次はこうしないでおきましょうが出てくるのだと思います。今言われ

ていたことも、これも何回かの経験であるわけなので、できていたこともよりよく今後続け

るためにはどうすればいいかという観点で、少し話し合いをしたほうがいいのではないかな

と思います。 
例えばミクロができないとマクロはできないと思います。ミクロの視点からマクロを見る

ということは社会福祉の最初の視点なので、ミクロのできることを大切にして、それをどの

ように拡大していくかということを考える、業界というか団体の姿勢があってもいいかなと

思います。 
ソーシャルワークはまだまだ地域に根付いていないので。残念ながら。ということは、他

の職種とバッティングしません。だからどんどん行っても他の人の職を奪うことがないとい

うので、頑張っていけるのではないかなと思います。もう一つ社協の件ですが、社協の方は、

長い期間エリアに分けて生活を見ているんですよね。なので、社協のやるべきことは、ボラ

ンティアの間だけではなくて、地域住民の支援をすごく長くやるわけです。けれども、おっ

しゃるように、すごくよくやっている社協ととんでもない社協があって、そこがいつも話題

になるのは残念だなというふうに思う次第です。以上です。 
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小林：ありがとうございます。お時間になりましたのでこれで終わりたいと思います。先ほ

ど小早川先生に様々な救護班という図を出していただきましたが、多分これを全体的にまと

めて、今後きちんと対応できるようなかたちを全国的に組織していく、その考え方を作って

いく、という必要があります。つまり災害福祉というのをどういうふうに進めていくかとい

うことを、きちんと研究していくニーズを今本当に感じているのがこの会なのだと思います。

この災害日本、災害列島と言われていますが、この話題は社会福祉のところでは大きな話に

なっていくのだと思います。 
ということで、私は今回、この学会連合に初めて参加し、初めて司会をいたしました。今

日の公開研究会での私の役割はこれで終わらせていただきます。シンポジストの先生方、ど

うもありがとうございました。 
 
黒木：ありがとうございました。最後に閉会の挨拶ですが、プログラム表に載っております

金子先生が急用で本日は欠席されておりますので、急なお願いではございますけれども、閉

会の挨拶を岩崎先生にお願いしたいと思います。岩崎先生は日本学術会議の第一部会員でご

ざいますし、日本社会福祉学会の会長をされておりますのでよろしくお願いします。 
 
岩崎：もう時間ですので短く。日本学術会議の中に、社会福祉学分科会というところがあり

ます。そこが 2013 年の 5 月に、災害に対する社会福祉の役割という提言を出しております。

その中で今日話題にもなった、DBAT という福祉の災害対応チームの創設であったり、災害

時における役割について提言を出しているんですけれども、今日の話を聞いていて、災害時

にもちろん社会福祉の専門職が何ができるかということも、すごく需要だと思うんですけれ

ども、まさに連携が本当に重要なんだなということが今日の話ですごくよく分かりました。

災害時だからこそきちんと全体のパフォーマンスを上げるために、福祉の人たちがどういう

ふうに連携をしながら貢献できるのかという視点が、ものすごく重要だなというふうに改め

て思いました。今日は大変勉強させていただきありがとうございました。 
 
黒木：それでは今日はこれで閉会させていただきます。ありがとうございました。 
 
小林：どうもありがとうございました。 
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